
駒
澤
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平
成
二
十
二
年
十
月

四
一

〔
75
〕

〈
原
文
〉

景
徳
元
年
閏
九
月
、
詔
、
河
北
州
軍
監
、
今
後
有
北
界
過
来
僧
人
、
先

取
問
往
止
郷
県
、
有
無
親
的
骨
肉
。
及
召
本
州
公
人
二
人
、
保
明
結
罪

文
状
後
、
仰
長
吏
已
下
、
当
面
試
験
経
業
。
如
稍
精
通
、
仰
具
奏
聞
、

当
議
給
与
祠
部
、
依
旧
為
僧
。
其
不
過
経
業
者
、
即
令
還
俗
、
分
付
本

家
。
如
無
親
的
骨
肉
者
、
押
来
赴
闕
。

〈
訓
読
〉

景
徳
元
年
閏
九
月
、
詔
す
、
河
北
の
州
軍
監
は
、
今
後
北
界
よ
り
来
た

る
僧
人
有
ら
ば
、
先
ず
往
き
止
ま
ら
ん
と
す
る
郷
県
に
、
親
し
き
骨
肉

の
有
無
を
取
問
す
べ
し
。
本
州
の
公
人
二
人
を
召
し
、
結
罪
の
文
状
を

保
明
せ
し
め
し
後
に
及
び
て
、
長
吏
已
下
を
仰
い
で
当
面
に
経
業
を
試

験
せ
し
め
よ
。
如
し
稍や

や

精
通
な
れ
ば
、
仰
い
で
具
さ
に
奏
聞
せ
よ
。
当

に
議
し
て
祠
部
に
給
与
し
、
旧
に
依
り
て
僧
と
為
す
べ
し
。
其
の
経
業

を
過
ぎ
ざ
る
者
は
、
即
ち
還
俗
し
、
本
家
に
分
付
せ
し
め
よ
。
如
し
親

し
き
骨
肉
無
く
ば
、
押
来
し
闕
に
赴
か
せ
よ
。

〈
解
説
〉

　

僧
侶
・
道
士
の
遊
行
に
関
す
る
景
徳
元
年
閏
九
月
の
詔
で
あ
る
。
河

北
の
州
軍
監
は
、
今
後
北
か
ら
や
っ
て
来
た
僧
に
対
し
て
は
、
ま
ず
身

を
寄
せ
よ
う
と
す
る
土
地
に
お
け
る
近
親
者
の
有
無
を
尋
問
せ
よ
。
そ

の
後
本
州
の
官
吏
二
人
を
召
し
、
過
去
の
所
業
な
ど
を
確
認
し
た
後
、

長
吏
以
下
の
役
人
に
願
い
出
て
直
接
試
経
さ
せ
よ
と
い
う
。
そ
の
試
経

に
合
格
し
た
者
は
皇
帝
に
報
告
せ
よ
。
審
議
し
た
上
で
祠
部
に
伝
え
て

僧
と
な
る
こ
と
を
許
す
。
し
か
し
不
合
格
と
な
っ
た
者
は
還
俗
さ
せ
、

そ
の
所
属
の
寺
院
よ
り
分
た
れ
る
こ
と
と
な
る
。
も
し
近
し
い
親
族
が

い
な
い
場
合
は
都
へ
護
送
さ
れ
る
。

　
『
宋
史
』、『
続
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
五
八
に
よ
れ
ば
、
景
徳
元
年
に

は
契
丹
の
侵
入
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
、
北
方
か
ら
や
っ
て

　
　
　『
宋
会
要
』
道
釈
部
訓
注
（
五
）

永
　
井
　
政
　
之　
　
　

程
　
　
　
　
　
正　
　
　

山
　
本
　
元
　
隆　
　
　

吉
　
田
　
香
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角
　
田
　
隆
　
真　
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来
た
者
に
対
し
て
は
そ
の
素
性
を
厳
し
く
問
う
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
『
慶
元
条
法
事
類
』
巻
五
一
、
道
釈
門
二
（
新
文
豊
本
、
四
七
八

頁
）
の
「
行
遊
」
に
は
僧
道
の
遊
行
に
関
す
る
厳
重
な
規
則
が
記
さ
れ

て
い
る
。

　

石
川
重
雄
「
宋
元
代
に
お
け
る
接
待
・
施
水
庵
の
展
開
―
僧
侶
の
遊

行
と
民
衆
教
化
活
動
―
」（『
宋
代
の
知
識
人
―
思
想
・
制
度
・
地
域
社

会
』
所
収
、
汲
古
書
院
、
一
九
九
三
年
）
に
お
い
て
、
先
の
『
慶
元
条

法
事
類
』
の
規
定
を
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

　

行
遊
規
定
の
中
心
と
な
る
も
の
は
公
憑
で
あ
り
、
そ
の
内
容
を

大
ま
か
に
分
類
す
る
と
、
①
公
憑
の
申
請
資
格
、
②
行
遊
の
旅
程

（（
イ
）
行
遊
日
程
、（
ロ
）
宿
泊
処
、（
ハ
）
旅
程
変
更
、（
ニ
）

目
的
地
）、
③
公
憑
書
式
、
と
な
り
、
そ
の
諸
条
件
を
具
体
的
に

整
理
す
る
と
左
の
ご
と
き
内
容
と
な
る
。

①
公
憑
の
申
請
資
格

　

１�

当
該
寺
院
の
供
帳
（
文
帳
）、
す
な
わ
ち
僧
籍
簿
に
登
録
さ

れ
て
い
る
こ
と
。

　

２
受
戒
し
て
い
る
こ
と
（
戒
牒
を
所
有
）。

　

３�

試
経
度
僧
で
な
く
特
恩
度
僧
の
場
合
、
得
度
し
て
五
年
を
経

て
い
る
こ
と
。

　

４
紫
衣
・
師
号
を
得
て
三
年
を
経
て
い
る
こ
と
。

　

５
帰
明
・
帰
正
の
僧
侶
で
な
い
こ
と
。

　

６
師
あ
る
い
は
住
持
の
保
証
を
得
る
こ
と
。

②
行
遊
の
旅
程

　

１�

九
〇
日
、
あ
る
い
は
半
年
（
千
里
以
上
）
の
期
限
が
設
定
さ

れ
て
い
る
。

　

２�

寺
院
に
宿
泊
し
、
病
気
を
除
き
再
泊
以
上
を
認
め
な
い
。
そ

の
受
け
入
れ
る
寺
院
の
住
持
は
、
度
牒
・
公
憑
を
チ
ェ
ッ
ク

す
る
。

　

３
辺
境
に
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

　

４�

規
定
の
期
限
を
三
〇
日
以
上
越
え
た
場
合
、
公
憑
に
批
か
き
こ
みを
申

請
す
る
。

　

５�

滞
在
を
希
望
す
る
場
合
、
公
憑
を
官
司
に
返
納
し
、
現
地
の

官
司
は
、
発
給
元
及
び
目
的
地
の
官
司
に
報
告
す
る
。

　

６�

目
的
地
の
寺
院
の
住
持
は
、
三
日
以
内
に
公
憑
を
取
っ
て
官

司
に
報
告
し
公
憑
を
毀
抹
さ
せ
る
。

③
公
憑
書
式

　

１
師
及
び
住
持
の
保
証
、
目
的
地
を
記
入
。

　

２
関
津
で
の
度
牒
・
戒
牒
の
チ
ェ
ッ
ク
を
銘
記
。

　

３
目
的
地
で
公
憑
を
返
納
す
る
こ
と
を
銘
記
。

　

４
州
よ
り
発
給
さ
れ
る
。
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ま
た
『
禅
苑
清
規
』「
掛
搭
」
の
項
に
は
、
僧
尼
が
所
属
の
州
界
を

出
て
遊
行
す
る
際
に
必
要
な
「
判
憑
式
」
と
、「
批
憑
式
」
が
あ
る
。

「
判
憑
式
」
は
、
州
界
を
出
た
遊
行
の
際
に
身
分
証
で
あ
る
公
憑
と
申

請
書
を
提
出
し
て
州
界
外
に
出
る
た
め
の
可
否
を
州
官
に
判
断
・
許
可

し
て
も
ら
う
た
め
の
申
請
書
の
雛
形
で
、「
批
憑
式
」
は
、
州
界
外
の

遊
行
の
場
合
、
右
の
②
に
あ
る
よ
う
に
行
遊
の
行
き
先
・
行
遊
期
間
な

ど
に
制
限
が
あ
っ
た
た
め
、
も
し
規
定
期
限
の
三
〇
日
を
過
ぎ
た
り
、

行
き
先
を
変
更
す
る
な
ど
の
規
定
外
の
状
況
が
予
見
さ
れ
た
場
合
、
身

分
証
で
あ
る
公
憑
に
批
か
き
こ
みを
受
け
る
た
め
の
申
請
書
の
雛
形
で
あ
る
。
そ

れ
ぞ
れ
の
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
な
お
、
い
ず
れ
も
鏡
島
元
隆

等
『
訳
註
禅
苑
清
規
』
に
よ
る
。

　

判
憑
式　

某
院
の
褐
紫
衣
の
僧
某
、
右
某
有
る
所
、
某
年
の
文
帳
、

某
寺
院
に
在
っ
て
供
申
す
。
い
ま
本
名
度
牒
・
六
念
・
戒
牒
と
も
に
三

本
を
執
っ
て
、
全
く
使
衙
に
赴
い
て
呈
験
し
、
判
公
憑
を
欲
す
。
某
処

に
往
い
て
巡
礼
し
て
地
頭
と
せ
ん
と
。
伏
し
て
乞
う
、
某
の
官
、
特
に

筆
命
施
行
を
賜
え
。
伏
し
て
台
旨
を
候
つ
。〈
或
は
指
揮
〉
謹
ん
で
状

す
。
年
月
〈
院
印
を
用
う
〉
日
、
前
の
位
を
具
す
。
某
状
す
。

�

（
三
九
頁
）

　

批
憑
式
は
位
を
具
す
る
こ
と
前
に
同
じ
。
右
某
伏
し
て
為
お
も
ん
みれ
ば
、
昨

某
月
某
日
に
お
い
て
、
某
処
に
お
い
て
起
っ
て
公
憑
を
判
ず
。
某
処
に

往
い
て
巡
礼
し
て
地
頭
と
す
。
今
気
疾
発
動
す
る
が
為
に
、
前
み
去
る

こ
と
い
ま
だ
得
ず
。
恐
ら
く
は
公
憑
の
程
限
に
違
せ
ん
こ
と
を
、
伏
し

て
批
鑿
を
乞
う
。
い
ま
だ
あ
え
て
專
ら
ほ
し
い
ま
ま
に
せ
ず
、
伏
し
て

裁
旨
を
候
つ
。
謹
ん
で
状
す
。
年
月
〈
印
を
用
い
ず
〉
日
、
前
の
位
を

具
す
。
某
状
す
。�

（
同
書
、
四
一
頁
）

　

ま
た
「
維
那
」
の
項
に
お
い
て
も
、
僧
侶
た
ち
を
管
理
す
る
内
容
に

言
及
さ
れ
て
い
る
。�

〈
吉
田
〉

〔
76
〕

〈
原
文
〉

二
年
九
月
、
詔
、
福
建
寺
院
、
今
年
正
月
一
日
已
前
、
循
偽
命
例
依
増（
僧
カ
）

尼
真
影
出
家
童
行
、
許
仍
依
旧
附
帳
、
試
経
業
。
外
、
今
後
出
家
者
、

並
須
礼
見
存
僧
尼
為
師
。

〈
訓
読
〉

二
年
九
月
、
詔
す
、
福
建
の
寺
院
、
今
年
正
月
一
日
已
前
に
、
偽
命
例

に
循し

た
がい
僧
尼
の
真
影
に
依
り
て
出
家
せ
し
童
行
は
、
旧
に
仍よ

依り

て
帳
に

附
し
、
経
業
を
試
す
を
許
す
。
外
そ
の
ほ
か、
今
後
の
出
家
者
は
並
べ
て
見
存
の

僧
尼
を
礼
し
て
師
と
為
す
べ
し
。

〈
解
説
〉

　

景
徳
二
年
（
一
〇
〇
五
）
九
月
の
詔
。
福
建
省
の
寺
院
に
お
い
て
は

正
月
一
日
以
前
に
僧
尼
の
真
影
、
す
な
わ
ち
頂
相
を
礼
拝
し
て
出
家
し

た
者
は
旧
例
に
従
い
僧
籍
簿
に
登
録
し
、
試
経
得
度
を
許
す
。
し
か
し
、
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今
後
の
出
家
は
生
身
の
僧
尼
を
師
と
せ
ね
ば
出
家
者
と
は
認
め
ら
れ
な

い
と
す
る
。「
偽
命
例
」
と
は
先
代
の
後
周
に
お
い
て
下
さ
れ
た
勅
命

の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。「
命
」
は
命
令
、「
例
」
は
先
例
の
意
と
捉
え
た
。

　
『
続
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
六
一
（
中
華
書
局
本
、
五
冊
、
一
三
六
六

頁
）
に
も
「
福
建
の
諸
州
軍
の
寺
院
の
童
行
の
、
僧
尼
の
真
影
に
依
り

て
出
家
す
る
を
禁
ず
。」
と
あ
る
。

　

至
道
元
年
（
九
九
五
）
に
は
福
建
、
そ
の
他
の
地
域
の
僧
尼
に
対
し

て
読
経
試
験
を
課
し
て
得
度
で
き
る
枠
を
狭
め
る
対
策
が
見
ら
れ
る
か

ら
（
既
刊
本
稿
四
〔
68
〕
参
照
）、
僧
尼
増
加
の
要
因
の
ひ
と
つ
と
し
て
、

こ
の
真
影
に
よ
る
出
家
が
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
る
。
し
か
し
、

既
刊
本
稿
〔
60
〕
に
よ
る
と
天
禧
五
年
（
一
〇
二
一
）
の
福
建
の
僧
尼

数
は
七
一
〇
八
〇
人
と
、
全
体
の
１
５
．
５
％
と
か
な
り
の
割
合
を
占

め
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
詔
勅
が
下
っ
た
後
も
、
そ
れ
に
従
わ
ず
さ
ま
ざ

ま
な
手
段
で
得
度
す
る
僧
尼
が
後
を
絶
た
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

�
〈
吉
田
〉

〔
77
〕

〈
原
文
〉

先
是
知
興
化
軍
文
鈞
言
、
本
軍
係
帳
童
行
五
千
七
百
八
十
八
人
内
一
千

三
百
五
人
、
皆
依
僧
影
出
家
。
如
違
犯
則
本
師
照
証
。
故
條
約
之
。

〈
訓
読
〉

先
に
是
れ
知
興
化
軍
文
鈞
言
く
、
本
軍
の
係
帳
せ
る
童
行
五
千
七
百
八

十
八
人
の
内
一
千
三
百
五
人
、
皆
な
僧
影
に
依
り
て
出
家
す
。
如
し
違

犯
あ
ら
ば
則
ち
本
師
は
照
証
す
べ
し
。
故
に
之
を
條
約
す
。

〈
解
説
〉

　
〔
76
〕
の
勅
旨
が
下
さ
れ
た
理
由
を
こ
こ
に
述
べ
て
い
る
。

興
化
軍
知
事
の
文
鈞
に
よ
る
と
、
興
化
軍
下
に
あ
る
係
帳
童
行
五
七
八

八
人
の
内
一
三
〇
五
人
が
真
影
を
礼
拝
す
る
こ
と
で
出
家
し
た
者
で

あ
っ
た
と
い
う
。
も
し
こ
の
出
家
者
た
ち
が
犯
罪
を
犯
し
た
場
合
、
そ

の
責
任
の
所
在
を
追
及
し
よ
う
が
な
く
、
こ
の
条
例
が
定
め
ら
れ
る
こ

と
で
、
本
師
に
対
し
責
任
を
負
わ
せ
る
役
割
を
明
確
に
す
る
。
な
お
、

文
鈞
に
つ
い
て
は
、『
福
建
通
志
』
巻
二
三
、「
職
官
」
の
項
に
景
徳
年

間
、
興
化
府
興
化
軍
知
軍
事
と
永
春
県
知
県
事
を
務
め
た
と
あ
る
。

�

〈
吉
田
〉

〔
78
〕

〈
原
文
〉

又
詔
、
河
北
縁
辺
諸
州
軍
寨
、
今
後
、
応
是
先
落
北
界
来
帰
僧
人
取
問
。

如
不
願
出
家
者
、
其
随
身
公
憑
、
并
僧
依（
衣
カ
）逐
処
納
下
、
文
字
繳
連
納
省
、

僧
衣
本
処
收
附
。
願
為
僧
者
并
許
披
桂（
挂
カ
）将
帯
帰
郷
。
仍
令
本
属
州
軍
呈

乞
試
験
経
業
、
兼
令
州
軍
勘
会
。
如
経
半
年
後
不
到
者
、
更
不
得
試
験

為
僧
。
其
随
身
文
字
僧
衣
、
即
并
納
官
内
。
有
僧
衣
試
経
業
不
精
通
、

如
志
願
為
僧
者
、
召
公
人
二
人
、
結
罪
保
明
以
聞
。
余
依
景
徳
元
年
閏

九
月
詔
命
指
揮
。
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〈
訓
読
〉

又
た
詔
す
、
河
北
縁
辺
の
諸
州
軍
寨
は
、
今
よ
り
後
、
応
に
是
れ
先
ず

北
界
よ
り
落
ち
来
帰
せ
る
僧
人
を
取
問
す
べ
し
。
如
し
出
家
を
願
わ
ざ

る
者
は
、
其
の
随
身
せ
る
公
憑
、
并
び
に
僧
衣
を
、
逐
処
に
納
下
せ
よ
。

文
字
は
繳
連
し
て
省
に
納
め
、
僧
衣
は
本
処
に
收
附
せ
よ
。

　

僧
と
為
る
を
願
う
者
は
、
并
て
披
挂
将
帯
し
帰
郷
す
る
を
許
す
。

仍
っ
て
本
属
の
州
軍
を
し
て
呈
せ
し
め
、
経
業
を
試
験
せ
る
こ
と
を
乞

い
、
兼
ね
て
州
軍
を
し
て
勘
会
せ
し
め
よ
。
如
し
半
年
を
経
る
後
も
、

到
ら
ざ
る
者
は
、
更
に
試
験
し
て
僧
と
為
る
こ
と
を
得
ず
。
其
れ
随
身

せ
る
文
字
、
僧
衣
は
、
即
ち
并
べ
て
官
内
に
納
め
よ
。
僧
衣
有
る
も
経

業
を
試
み
る
に
精
通
せ
ざ
る
に
、
如
し
志
願
し
て
僧
と
為
ら
ん
と
す
る

者
は
、
公
人
二
人
を
召
し
、
結
罪
保
明
せ
し
め
、
以
て
聞
せ
よ
。
余
は

景
徳
元
年
閏
九
月
の
詔
命
に
依
り
指
揮
せ
よ
。

〈
解
説
〉

　
〔
75
〕
と
関
連
す
る
詔
勅
で
あ
る
。
河
北
周
辺
の
諸
州
軍
寨
は
、
北
か

ら
戻
っ
て
き
た
僧
に
対
し
て
尋
問
せ
よ
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
も
し

そ
の
僧
が
道
心
な
く
出
家
し
た
者
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
携
帯
す
る
公
憑
、

僧
衣
は
そ
の
場
で
没
収
せ
よ
。
公
憑
は
役
所
発
行
の
文
書
と
共
に
所
管

部
署
に
提
出
、
僧
衣
は
現
地
で
回
収
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

ま
た
、
望
ん
で
僧
と
な
っ
た
者
に
は
法
衣
を
身
に
つ
け
て
郷
里
に
戻

る
こ
と
を
許
す
。
な
お
、
郷
里
の
州
軍
に
試
験
の
申
し
込
み
が
あ
れ
ば

役
人
の
立
会
い
の
も
と
試
験
を
行
う
が
、
申
し
込
み
よ
り
半
年
経
っ
て

も
受
験
に
来
な
い
場
合
は
、
そ
れ
以
後
試
験
の
申
請
を
行
な
っ
て
も
僧

と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
公
憑
や
僧
衣
は
機
関
に
納
め
ね
ば
な
ら
な

い
。
僧
衣
を
身
に
つ
け
て
い
て
も
、
試
験
に
通
ら
ず
、
し
か
し
望
ん
で

出
家
し
僧
と
な
ろ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
は
、
役
人
二
人
を
召
し
、
そ

の
者
の
身
元
を
確
認
、
保
証
さ
せ
、
上
に
報
告
せ
よ
。

　

そ
れ
以
外
は
、〔
75
〕
に
あ
る
景
徳
元
年
閏
九
月
の
詔
命
に
従
う
こ

と
、
と
し
て
い
る
。

�

〈
吉
田
〉

〔
79
〕

〈
原
文
〉

　

十
二
月
、
詔
、
嘉
州
大
像
凌
雲
寺
、
毎
年
承
天
節
与
度
行
者
一
人

〈
訓
読
〉

　

十
二
月
、
詔
す
、
嘉
州
の
大
像
凌
雲
寺
に
、
毎
年
の
承
天
節
に
行
者

一
人
を
度
す
を
与
う
。

〈
解
説
〉

　

景
徳
二
年
（
一
〇
〇
五
）
十
二
月
、
嘉
州
の
凌
雲
寺
が
、
毎
年
真
宗

の
誕
生
日
で
あ
る
一
二
月
二
日
に
、
行
者
一
人
を
得
度
さ
せ
る
こ
と
を

許
す
と
い
う
詔
。

　

嘉
州
の
大
像
凌
雲
寺
と
は
、『
四
川
通
志
』
に
「
凌
雲
寺
〈
州
の
東

江
に
対
し
て
二
里
に
在
り
。
唐
の
時
に
建
つ
。
康
煕
六
年
、
按
察
使
李

翀
霄
修
む
。〉」
と
あ
り
、
四
川
省
楽
山
市
に
位
置
す
る
、
高
さ
七
一
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四
六

メ
ー
ト
ル
、
横
幅
二
八
メ
ー
ト
ル
の
世
界
最
大
級
の
石
仏
で
有
名
な

凌
雲
寺
で
あ
る
。
そ
の
大
仏
建
造
の
経
緯
に
つ
い
て
、「
唐
韋
皐
嘉
州

凌
雲
寺
大
仏
像
記
」（『
楽
山
県
志
』
巻
一
一
〈
民
国
二
三
年
本
〉、
芸

文
志
・
碑
記
）、『
中
国
名
勝
典
故
』（
吉
林
人
民
出
版
社
、
一
九
八
九

年
）
に
よ
る
と
、
岷
江
の
水
害
を
収
め
よ
う
と
い
う
海
通
禅
師
の
誓
願

に
よ
っ
て
開
元
初
年
（
七
一
三
）
に
始
ま
っ
た
造
像
事
業
は
、
途
中
海

通
禅
師
の
死
亡
や
事
業
の
停
滞
な
ど
の
苦
難
に
遭
い
な
が
ら
も
貞
元

一
九
年
（
八
〇
三
）、
九
〇
年
か
け
よ
う
や
く
完
成
に
至
っ
た
。
建
像

さ
れ
た
当
時
は
金
色
に
彩
色
さ
れ
、
一
三
層
の
楼
閣
に
覆
わ
れ
て
い
た

が
、
楼
閣
は
明
末
の
戦
火
に
よ
り
焼
失
し
た
と
い
う
。
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〈
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〔
80
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〈
原
文
〉

三
年
十
一
月
、
詔
曰
、
老
氏
立
言
、
実
宗
於
衆
妙
。
能
仁
垂
教
、
蓋
誘

于
群
迷
。
用
広
化
枢
、
式
資
善
利
。
応
天
下
僧
尼
道
士
係
帳
童
行
、
各

于
元
額
十
人
外
更
放
一
人
。
其
寺
観
院
舎
及
僧
道
童
行
、
不
及
十
人
者
、

毎
院
特
放
一
人
並
取
係
帳
。
年
深
從
上
者
更
不
試
経
業
。

〈
訓
読
〉

三
年
十
一
月
、
詔
し
て
曰
く
、
老
氏
、
言
を
立
つ
る
は
、
実
に
衆
妙
の

宗
た
り
。
能
仁
、
教
え
を
垂
る
る
は
、
蓋
し
群
迷
を
誘い
ざ
ない
、
用も

っ
て
化

枢
を
広
め
、
式も

っ
て
善
利
を
資た
す

く
。
応
に
天
下
の
僧
尼
、
道
士
、
係
帳

童
行
、
各
お
の
元
額
十
人
の
外
に
更
に
一
人
を
放ゆ
る

す
べ
し
。
其
の
寺
観

院
舎
及
び
僧
道
童
行
、
十
人
に
及
ば
ざ
る
は
、
院
毎ご
と

に
特
に
一
人
を
放

し
、
並
び
に
係
帳
を
取
る
。
年
の
深
く
従
上
の
者
は
、
更
に
経
業
を
試

さ
ず
。

〈
解
説
〉

　

景
徳
三
年
（
一
〇
〇
六
）
一
一
月
の
詔
に
曰
く
、
老
子
が
述
べ
た
こ

と
は
、
万
物
の
根
源
を
尊
重
す
る
こ
と
で
あ
り
、
仏
陀
が
教
え
を
示
す

の
は
、
迷
え
る
群
衆
を
導
く
た
め
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
教
化
の
要
を
広

め
、
善
利
を
は
か
る
。
天
下
の
僧
尼
、
道
士
、
係
帳
さ
れ
た
童
行
の
数

に
応
じ
て
、
お
の
お
の
決
め
ら
れ
た
数
で
あ
る
十
人
の
外
に
更
に
一
人

を
得
度
さ
せ
る
こ
と
を
許
す
。
そ
の
寺
観
、
院
舎
及
び
僧
、
道
士
、
童

行
が
一
〇
人
に
及
ば
な
い
も
の
は
、
寺
ご
と
に
特
別
に
一
人
を
得
度
さ

せ
る
こ
と
を
許
し
て
係
帳
に
記
入
す
る
。
年
を
と
っ
た
者
に
は
経
業
を

課
さ
な
い
。

　

景
徳
三
年
は
真
宗
の
治
世
で
あ
る
。
宋
朝
の
歴
代
皇
帝
は
い
ず
れ
も

道
教
に
深
い
関
心
を
示
し
て
い
る
が
、
真
宗
は
特
に
道
教
に
傾
倒
し
た

皇
帝
で
あ
る
。
宋
は
契
丹
と
の
戦
い
に
敗
れ
、
政
治
的
な
危
機
を
迎
え

て
い
た
。
そ
の
際
、
二
度
に
わ
た
る
天
書
事
件
が
起
き
る
。
最
初
の
事

件
は
、
宮
門
に
下
っ
た
「
道
教
を
尊
奉
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
宋
朝
は

永
続
す
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
天
書
を
真
宗
が
信
じ
、
道
士
出
身
の
宰

相
王
欽
若
の
勧
め
も
あ
っ
て
、
全
国
各
地
に
天
慶
観
を
建
立
し
、
こ

の
日
を
国
家
記
念
日
と
し
、
真
宗
は
元
号
を
大
中
祥
符
と
改
め
た
上
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四
七

に
、
泰
山
で
封
禅
の
儀
式
を
行
っ
た
。
二
度
目
の
事
件
は
大
中
祥
符
五

年
（
一
〇
一
二
）、
夢
の
中
で
玉
皇
大
帝
の
命
令
を
受
け
た
と
称
し
て
、

趙
玄
朗
を
道
教
の
神
仙
と
し
た
上
に
、
趙
宋
の
守
護
神
と
し
て
奉
じ
、

「
昊
天
玉
皇
大
帝
」
の
尊
号
を
与
え
た
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
真
宗

は
宮
中
の
万
寿
殿
に
歴
代
天
子
の
神
位
を
祀
る
従
来
の
制
度
を
拡
張
し
、

全
国
に
万
寿
宮
観
を
設
け
て
天
子
の
長
寿
を
祈
願
せ
し
め
る
ほ
か
、
各

地
の
大
き
な
道
観
に
有
力
官
僚
を
派
遣
し
、
道
観
に
対
す
る
国
家
の
保

護
と
管
理
を
兼
ね
行
な
う
宋
代
特
有
の
「
提
挙
」
の
制
度
を
施
行
し
て

い
る
。
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〈
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四
年
正
月
、
詔
、
両
畿
及
孟
、
鄭
州
僧
尼
道
士
係
帳
童
行
五
行（
人
カ
）内
、
特

放
一
人
。
住
房
僧
道
不
及
五
人
者
、
逐
院
持
放
一
人
。

二
月
、
詔
、
西
京
右
街
崇
徳
院
、
毎
年
特
与
度
行
者
三
人
。

□
月
、
詔
、
并
州
恵
明
寺
舎
利
塔
主
啓
麟
、
毎
年
承
天
節
特
与
度
行
者

五
人
。

〈
訓
読
〉

四
年
正
月
、
詔
す
、
両
畿
及
び
孟
、
鄭
州
の
僧
尼
、
道
士
、
係
帳
童
行

の
五
行
の
内
、
特
に
一
人
を
放ゆ

る

す
。
房
に
住
す
る
僧
道
の
五
人
に
及
ば

ざ
れ
ば
院
ご
と
に
一
人
を
放
す
。

二
月
、
詔
す
、
西
京
右
街
の
崇
徳
院
に
、
毎
年
特
に
行
者
三
人
を
度
す

を
与
う
。

□
月
、
詔
す
、
并
州
の
恵
明
寺
の
舎
利
塔
主
啓
麟
に
、
毎
年
承
天
節
に

特
に
行
者
五
人
を
度
す
を
与
う
。

〈
解
説
〉

　

景
徳
四
年
正
月
、
詔
し
て
、
両
畿
（
開
封
と
洛
陽
）
及
び
孟
州
、
鄭

州
の
僧
尼
、
道
士
、
係
帳
さ
れ
た
童
行
五
人
に
つ
き
、
特
別
に
一
人
を

得
度
さ
せ
る
こ
と
を
許
す
。
寺
に
住
む
僧
道
士
が
五
人
に
満
た
な
い
場

合
は
、
そ
の
ま
ま
そ
の
寺
は
特
別
に
一
人
得
度
さ
せ
る
こ
と
を
許
す
。

二
月
、
詔
し
て
、
洛
陽
右
街
の
崇
徳
院
に
毎
年
特
別
に
行
者
（
未
得
度

の
修
行
者
）
三
人
を
得
度
さ
せ
る
こ
と
を
許
す
。

　

□
月
、
詔
し
て
、
并
州
（
山
西
省
）
の
恵
明
寺
の
舎
利
塔
の
塔
主
の

啓
麟
が
、
毎
年
真
宗
の
誕
生
日
に
行
者
五
人
を
得
度
さ
せ
る
こ
と
を
許

す
。

　

崇
徳
院
と
は
、
北
宋
建
国
の
功
臣
で
あ
る
石
守
信
が
洛
陽
に
建
て
た

寺
で
あ
る
。『
洛
陽
牡
丹
記
』
に
は
、
朱
砂
紅
と
い
う
牡
丹
の
一
種
が

栽
培
さ
れ
て
い
る
花
畑
が
目
の
前
に
あ
る
寺
と
し
て
名
前
が
挙
が
っ
て

い
る
。『
宋
史
』
巻
二
五
〇
に
は

守
信
累
任
節
鎮
、
専
務
聚
歛
、
積
財
鉅
万
。
尤
信
奉
釈
氏
、
在
西

京
建
崇
徳
寺
。�

（
中
華
書
局
本
、
第
二
五
册
、
八
八
一
一
頁
）

と
あ
り
、
石
守
信
が
仏
教
を
信
奉
し
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

并
州
と
は
太
原
の
こ
と
で
あ
る
。
景
徳
四
年
当
時
に
は
并
州
と
呼
ば
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四
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れ
て
い
た
。
恵
明
寺
の
舎
利
塔
に
は
碑
が
あ
り
、
元
豊
八
年
（
一
〇
八

五
）
に
呂
恵
卿
が
建
て
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
疑
問
で
あ
る
。

『
山
西
通
志
』
巻
五
七
に
は
、

宋
恵
明
寺
舎
利
塔
碑
。
河
東
路
安
撫
使
呂
恵
卿
撰
。
元
豊
八
年
建
。

と
記
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、『
求
古
録
』
は
、
碑
の
裏
面
の
下
の
方
に

普
慈
王
植
、
安
陽
王
孝
、
彦
西
河
文
大
方
、
臨
川
王
安
、
礼
祀
神

帰
憩
此
。
辛
亥
三
月
十
四
日
。

と
あ
る
た
め
、
裏
面
が
書
か
れ
た
年
代
（
辛
亥
す
な
わ
ち
一
〇
七
一

年
）
が
表
面
の
字
が
書
か
れ
た
年
代
（
元
豊
八
年
す
な
わ
ち
一
〇
八
五

年
）
よ
り
一
四
年
古
い
の
は
不
可
解
だ
と
し
て
、
恵
卿
が
も
と
も
と
書

い
て
あ
っ
た
字
を
削
っ
て
書
き
換
え
た
の
で
は
な
い
か
、
と
疑
っ
て
い

る
。
塔
主
の
啓
麟
に
つ
い
て
は
未
詳
。
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〈
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七
月
、
詔
、
西
京
永
昌
禅
院
、
今
後
逐
年
許
剃
度
行
者
五
人
。
仍
勘
会

的
実
係
帳
月
日
編
排
、
並
逐
年
依
上
名
下
次
剃
度
。
不
得
驀
越
。
候
度

到
行
者
并
旧
管
僧
人
共
五
十
人
為
額
。
更
不
在
此
。
若
今
後
額
内
有
闕
、

逐
年
遇
承
天
節
、
即
時
剃
度
行
者
充
填
。
不
得
過
五
人
。
兼
依
例
逐
年

具
帳
通
計
人
数
以
聞
。
不
得
将
本
院
差
出
、
及
遊
礼
諸
処
僧
人
、
便
為

闕
額
。

〈
訓
読
〉

七
月
、
詔
す
、
西
京
の
永
昌
禅
院
は
、
今
後
、
年
逐ご

と

に
行
者
五
人
を
剃

度
す
る
こ
と
を
許
す
。
仍
っ
て
的
実
と
係
帳
の
月
日
編
排
を
勘
会
し
、

並
べ
て
年
逐ご
と

に
上
名
下
次
に
依
り
剃
度
す
。
驀
越
す
る
こ
と
を
得
ず
。

度
す
る
行
者
并
び
に
旧
管
の
僧
人
、
共あ
わ
せて
五
十
人
に
到
る
を
候
ち
て
額

と
為
す
。
更
に
此
に
在
ら
ず
。
若
し
今
後
額
内
に
闕
有
れ
ば
、
年
逐ご
と

に

承
天
節
に
遇
い
、
即
時
に
行
者
を
剃
度
し
て
充
填
せ
よ
。
五
人
を
過
ぐ

る
を
得
ず
。
兼
ね
て
例
に
依
っ
て
年
逐ご
と

に
帳
を
具
し
通
計
の
人
数
は
以

て
聞
す
べ
し
。
本
院
の
差
出
す
も
の
、
及
び
諸
処
を
遊
礼
せ
る
僧
人
を

将
っ
て
便
ち
額
を
闕
く
と
為
す
を
得
ず
。

〈
解
説
〉

　

七
月
、
詔
を
発
し
て
、
西
京
の
永
昌
禅
院
は
、
今
後
毎
年
、
行
者
五

人
を
得
度
さ
せ
る
こ
と
を
許
す
。
そ
こ
で
現
状
と
帳
簿
の
月
日
の
順
番

を
引
き
合
わ
せ
、
毎
年
名
簿
の
名
前
の
順
位
に
依
っ
て
剃
度
す
る
。
順

位
を
と
び
越
し
て
は
い
け
な
い
。
そ
こ
で
、
得
度
を
待
つ
童
行
か
ら
行

者
ま
で
の
者
、
並
び
に
以
前
の
法
律
に
よ
っ
て
得
度
し
た
僧
侶
は
、
合

計
五
〇
人
を
も
っ
て
定
数
と
す
る
。
ま
た
、
数
を
超
え
た
人
数
を
寺
に

お
い
て
は
い
け
な
い
。
も
し
今
後
欠
員
が
あ
れ
ば
、
毎
年
承
天
節
の
時

に
、
行
者
を
剃
度
さ
せ
て
補
充
さ
せ
る
が
、
五
人
を
超
え
て
は
な
ら
な

い
。
慣
例
に
依
っ
て
毎
年
帳
簿
を
具
え
て
通
計
の
人
数
を
皇
帝
に
報
告

す
る
。
本
院
が
使
者
と
し
て
差
遣
わ
し
た
者
、
及
び
諸
国
巡
礼
中
の
僧

侶
を
欠
員
と
し
て
数
え
て
は
な
ら
な
い
。
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〈
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文
〉

十
一
月
、
詔
、
漣
水
軍
僧
澄
因
大
師
賜
紫
守
堅
、
今
後
毎
年
承
天
節
、

特
与
度
不
拘
係
帳
行
者
一
人

〈
訓
読
〉

十
一
月
、
詔
す
、
漣
水
軍
の
僧
澄
因
大
師
賜
紫
守
堅
に
、
今
後
、
毎
年

承
天
節
に
、
特
に
係
帳
に
拘
ら
ず
行
者
一
人
を
度
す
を
与
う
。

〈
解
説
〉

　

十
一
月
、
詔
を
出
し
て
、
漣
水
軍
の
僧
で
あ
る
澄
因
大
師
号
と
紫
衣

を
賜
っ
た
守
堅
に
対
し
、
今
後
毎
年
真
宗
の
誕
生
日
に
、
係
帳
さ
れ
て

い
る
童
行
か
否
か
に
関
わ
ら
ず
、
行
者
一
人
を
得
度
さ
せ
る
こ
と
を
許

す
。

　

漣
水
軍
と
は
、
現
在
の
江
蘇
省
淮
陰
県
の
東
北
地
方
で
あ
る
。
澄
因

大
師
（
資
料
に
よ
っ
て
は
「
證
因
大
師
」
と
も
）
守
堅
に
つ
い
て
は

『
仏
祖
統
紀
』
巻
四
四
及
び
『
能
改
斎
漫
録
』
神
仙
鬼
怪
章
に
そ
の
記

述
が
見
ら
れ
る
。

　

出
生
あ
る
い
は
出
身
に
つ
い
て
、『
能
改
斎
漫
録
』
に
は
、「
婁
道
者

は
漣
水
の
人
で
あ
る
。
生
ま
れ
な
が
ら
す
ば
ら
し
い
相
が
あ
り
、
右
手

の
中
指
に
は
七
つ
の
節
が
あ
る
。」
と
あ
る
。
そ
の
逸
話
に
つ
い
て
は
、

『
仏
祖
統
紀
』
巻
四
四
に
、「
詔
漣
水
軍
守
堅
道
者
入
見
、
令
宮
女
皆

出
焚
香
。
每
一
女
至
前
、
上
紿
之
曰
、
后
也
。
師
皆
言
、
非
。
如
是
数

十
人
。
師
忽
起
曰
、
陛
下
好
養
此
人
、
他
日
必
作
家
主
。
即
章
献
太
后

也
。」（
大
正
蔵
四
九
―
四
〇
〇
ｃ
）
す
な
わ
ち
、
守
堅
が
真
宗
の
后
を

選
ん
で
、
そ
の
后
が
章
献
太
后
と
な
っ
た
と
あ
る
。『
能
改
斎
漫
録
』

に
も
同
じ
内
容
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、『
能
改
斎
漫
録
』
に

は
、「
淮
河
や
汴
水
な
ど
の
河
が
合
流
し
て
水
害
に
悩
ん
で
い
た
漣
水

地
方
に
於
い
て
治
水
に
尽
力
し
、
水
災
や
潮
波
の
害
を
防
ぎ
、
地
元
の

人
か
ら
感
謝
さ
れ
た
。」
と
い
っ
た
記
述
も
あ
る
。
ち
な
み
に
『
江
南

通
志
』
巻
一
七
四
「
人
物
史
」
に
も
言
及
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
守
堅
と
い
う
人
物
は
、
朝
廷
と
も
関
わ
り
を
持
ち
な

が
ら
、
民
衆
の
利
に
資
す
事
業
も
行
っ
た
僧
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
行
者

一
人
を
度
す
権
利
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
が
分
る
。
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〈
角
田
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〔
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〈
原
文
〉

大
中
祥
符
元
年
九
月
、
詔
、
嘉
州
凌
雲
寺
、
毎
年
承
天
節
、
更
特
度
行

者
一
人
、
仍
令
本
州
勘
会
、
委
是
本
寺
行
者
、
方
得
給
付
。

〈
訓
読
〉

大
中
祥
符
元
年
九
月
、
詔
す
、
嘉
州
の
凌
雲
寺
、
毎
年
承
天
節
に
、
更

に
特
に
行
者
一
人
を
度
す
。
仍
っ
て
本
州
を
し
て
勘
会
せ
し
め
、
委た
し

か

に
是
れ
本
寺
の
行
者
な
れ
ば
、
方は
じ

め
て
給
付
す
る
を
得
。
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〈
解
説
〉

　

大
中
祥
符
元
年
（
一
〇
〇
八
）
九
月
、
嘉
州
の
凌
雲
寺
は
、
毎
年
承

天
節
に
更
に
特
別
に
行
者
を
も
う
一
人
得
度
さ
せ
る
。
そ
こ
で
、
本
州

（
嘉
州
）
に
実
際
と
帳
簿
を
照
合
さ
せ
て
、
こ
の
本
寺
の
行
者
で
あ
れ

ば
、
度
牒
を
給
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。

　
〔
79
〕
で
述
べ
た
凌
雲
寺
の
景
徳
二
年
（
一
〇
〇
五
）
一
二
月
の
詔
を

承
け
、「
更
に
」
と
表
記
が
あ
る
と
考
え
る
。
つ
ま
り
こ
の
年
以
降
凌

雲
寺
で
は
、
毎
年
承
天
節
に
は
二
人
の
得
度
が
許
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

�

〈
角
田
〉

〔
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〕

〈
原
文
〉

十
月
、
東
封
畢
、
詔
、
兗
州
諸
寺
度
童
行
各
十
人
、
院
各
五
人
、
宮
観

披
戴
各
十
人
、
汾
陰
、
亳
州
亦
如
之
。
至
朝
壇
陪
位
者
各
度
弟
子
一
人
。

十
一
月
、
詔
、
鄆
州
三
学
僧
院
逐
年
度
行
者
三
人
。

十
二
月
、
以
東
封
礼
畢
、
詔
、
天
下
僧
尼
、
童
行
除
合
放
数
外
、
見
係

帳
童
行
毎
百
人
試
験
経
業
、
特
度
二
人
。
不
及
百
人
処
亦
与
二
人
。
道

士
弟
子
在
宮
観
与
一
人
披
戴
。

〈
訓
読
〉

十
月
、
東
封
し
畢
り
て
、
詔
す
、
兗え
ん

州
の
諸
寺
は
童
行
各
お
の
十
人
を

度
せ
し
む
。
院
は
各
お
の
五
人
、
宮
観
は
各
お
の
十
人
を
披
戴
せ
し
む
。

汾
陰
、
亳は
く

州
も
亦
た
之
の
如
し
。
朝
壇
に
至
り
陪
位
す
る
者
は
各
お
の

弟
子
一
人
を
度
せ
。

十
一
月
、
詔
す
、
鄆う
ん

州
の
三
学
僧
院
は
年
逐ご
と

に
行
者
三
人
を
度
せ
し
む
。

十
二
月
、
東
封
の
礼
畢
る
を
以
て
、
詔
す
、
天
下
の
僧
尼
、
童
行
は
合ま
さ

に
放
ぜ
し
数
を
除
く
外
、
見げ
ん

に
係
帳
童
行
百
人
毎
に
経
業
を
試
験
し
、

特
に
二
人
を
度
せ
し
む
。
百
人
に
及
ば
ざ
る
処
も
亦
た
二
人
を
与
う
。

道
士
の
弟
子
の
宮
観
に
在
る
は
、
一
人
の
披
戴
す
る
を
与
う
。

〈
解
説
〉

　

一
〇
月
。
封
禅
の
儀
式
が
終
わ
っ
て
、
次
の
詔
を
下
し
た
。
兗
州
の

諸
寺
は
各
お
の
童
行
一
〇
人
を
得
度
さ
せ
る
。
院
は
各
お
の
五
人
、
宮

観
は
各
お
の
一
〇
人
を
道
士
と
さ
せ
る
。
汾
河
の
南
岸
一
帯
・
亳
州
も

こ
れ
と
同
様
に
す
る
。
朝
廷
の
儀
式
に
参
加
し
て
席
を
共
に
し
た
者
は

各
お
の
弟
子
を
一
人
得
度
さ
せ
る
。

　

一
一
月
、
詔
す
る
に
、
鄆
州
の
三
学
の
僧
院
に
年
ご
と
に
行
者
三
人

を
得
度
さ
せ
る
。

　

一
二
月
。
封
禅
の
儀
式
が
終
わ
り
、
次
の
詔
を
下
し
た
。
天
下
の
僧

尼
、
童
行
で
既
に
得
度
を
許
さ
れ
た
数
を
除
い
て
、
現
在
、
係
帳
さ
れ

て
い
る
童
行
百
人
ご
と
に
経
を
試
験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
特
別
に
二

人
を
得
度
さ
せ
る
。
百
人
に
満
た
な
い
と
こ
ろ
で
は
二
人
を
得
度
さ
せ

る
こ
と
を
許
す
。
道
士
の
弟
子
で
宮
観
に
い
る
者
は
一
人
を
道
士
と
す

る
こ
と
を
許
す
。

　

こ
こ
で
、
泰
山
の
封
禅
に
つ
い
て
、『
宋
代
史
年
表
（
北
宋
）』（
宋

史
提
要
編
纂
協
力
委
員
会
、
東
洋
文
庫
、
一
九
六
七
年
）
及
び
『
簡
明



『
宋
会
要
』
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（
五
）（
永
井
）

五
一

中
国
歴
史
地
図
集
』（
中
国
社
会
科
学
院
、
一
九
九
一
年
）
を
参
照
し

て
、
真
宗
の
足
跡
を
た
ど
っ
て
み
た
い
。

　

真
宗
が
京
師
（
開
封
）
を
発
し
た
の
は
一
〇
月
四
日
で
あ
る
。
九
日
、

澶
州
〈
河
南
省
濮
陽
県
付
近
〉
に
到
る
。
一
四
日
、
鄆
州
〈
山
東
省
泰

安
市
東
平
県
付
近
〉
に
到
る
。
二
〇
日
、
法
駕
は
乾
封
県
〈
山
東
省
泰

安
市
の
東
南
〉
奉
高
宮
に
入
る
。
二
四
日
～
二
六
日
に
は
泰
山
で
封
禅

の
儀
を
執
り
行
う
。
二
九
日
、
兗
州
に
到
る
。

　

一
一
月
一
日
、
曲
阜
県
に
行
幸
し
て
文
宣
王
廟
〈
文
宣
王
と
は
、
唐

の
玄
宗
が
孔
子
に
贈
っ
た
尊
号
で
あ
る
。〉
に
参
拝
す
る
。
五
日
、
東

都
県
の
広
相
寺
に
行
幸
す
る
。
六
日
、
鄆
州
の
開
元
寺
に
行
幸
す
る
。

「
開
元
二
十
六
年
、
詔
す
、
天
下
の
州
郡
各
お
の
一
の
大
寺
を
建
て
よ
。

紀
年
を
以
て
号
と
為
し
、
額
は
開
元
寺
と
曰
う
」『
釈
氏
稽
古
略
』
巻

三
（
大
正
蔵
四
九
―
八
二
七
ａ
）。
二
〇
日
、
泰
山
よ
り
天
書
を
奉
じ

て
還
宮
す
る
。

　

以
上
よ
り
、
大
中
祥
符
元
年
一
〇
月
の
記
事
を
見
る
に
、
こ
れ
は

一
〇
月
二
六
日
前
後
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。『
宋
代
史
年

表
』
の
大
中
祥
符
元
年
一
〇
月
二
六
日
に
は
「
…
群
臣
の
朝
賀
を
受
け
、

天
下
に
大
赦
し
、
文
武
官
は
並
び
に
進
秩
す
」
と
記
載
さ
れ
る
。

　

三
学
僧
院
に
つ
い
て
『
山
東
通
志
』
巻
九
は
趙
文
敏
に
よ
る
「
三
学

寺
碑
」
を
収
録
す
る
。「
武
郡
志
三
学
寺
に
趙
文
敏
の
碑
有
り
。
碑
の

額
は
三
学
資
福
禅
寺
の
六
字
を
為
せ
り
。
元
延
祐
七
年
立
つ
。
明
の
邢

侗
（『
明
史
』
巻
二
八
八
に
伝
記
あ
り
）
の
記
有
り
」
と
述
べ
る
。
こ

の
三
学
資
福
寺
が
三
学
禅
院
の
こ
と
か
は
当
面
未
詳
で
あ
る
。『
山
東

通
志
』
巻
二
一
武
定
府
恵
民
県
の
条
に
は
、

「
府
治
の
東
南
に
在
り
、
宋
の
大
中
祥
符
間
に
建
つ
。
元
の
学
士
趙
孟

頫
の
碑
記
有
り
。
額
に
、
三
学
資
福
禅
林
と
曰
う
」
と
あ
る
。
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〈
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田
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〔
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〈
原
文
〉

二
年
正
月
二
十
九
日
、
詔
曰
、
朕
拜
祝
膺
符
、
升
壇
展
礼
、
遂
行
慶
賜
、

仰
答
神
休
。
爰
均
雷
雨
之
恩
、
普
及
緇
黄
之
衆
。
冀
因
善
利
、
永
福
蒼

黔
。
応
両
京
、
諸
路
州
府
軍
監
僧
尼
除
準
敕
度
人
数
外
、
逐
処
係
帳
童

行
毎
百
人
試
験
経
業
精
熟
者
、
更
度
両
人
、
不
満
百
人
処
亦
如
之
、
道

士
毎
宮
観
特
度
一
人
。

〈
訓
読
〉

二
年
（
一
〇
〇
九
）
正
月
二
十
九
日
、
詔
し
て
曰
く
、
朕
は
拜
祝
し
て

符
を
膺う

け
、
壇
に
昇
り
礼
を
展の

べ
、
遂か

く
て
慶
賜
を
行
い
、
仰
い
で
神

休
に
答
う
。
爰こ
こ

に
均ひ
と
しく
雷
雨
の
恩
も
て
、
普
く
緇し

黄お
う

の
衆
に
及
さ
ん
と

す
。
冀
く
は
善
利
に
因
り
て
、
永
く
蒼
黔
を
福
せ
ん
こ
と
を
。
両
京
、

諸
路
の
州
府
軍
監
に
応
じ
、
僧
尼
の
敕
に
準
じ
て
度
す
る
人
数
を
除
く

の
外
、
逐
処
に
係
帳
童
行
の
百
人
ご
と
に
経
業
を
試
験
し
、
精
熟
な
る

者
あ
れ
ば
、
更
に
両
人
を
度
せ
。
百
人
に
満
た
ざ
る
処
も
亦
た
之か
く

の
如

し
。
道
士
は
宮
観
ご
と
に
特
に
一
人
を
度
せ
。
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』
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五
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〈
解
説
〉

　

大
中
祥
符
二
年
（
一
〇
〇
九
）
正
月
二
九
日
、
北
宋
の
第
三
代
皇
帝

の
真
宗
か
ら
次
の
勅
命
が
出
さ
れ
た
。「
朕
は
恭
し
く
拝
み
つ
つ
天
か

ら
の
護
符
を
受
け
、
壇
上
に
昇
っ
て
天
に
対
し
て
お
礼
を
述
べ
よ
う
。

こ
れ
を
祝
う
た
め
に
、
下
賜
を
行
い
、
仰
い
で
神
の
恩
情
に
応
え
よ
う
。

こ
こ
に
雷
雨
が
あ
ら
ゆ
る
植
物
に
潤
い
を
与
え
る
よ
う
に
、
天
下
の
僧

侶
や
道
士
に
そ
の
恩
沢
を
与
え
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
善
因
を
も
っ
て
、

永
く
民
百
姓
に
福
が
及
ぶ
こ
と
を
願
う
。
両
京
、
諸
路
の
州
府
軍
監
の

要
望
に
応
じ
、
従
来
の
勅
命
で
許
さ
れ
て
い
る
得
度
の
人
数
を
除
い
て
、

各
所
に
係
帳
童
行
の
百
人
ご
と
に
経
業
を
試
験
し
、
精
熟
な
者
が
い
れ

ば
、
更
に
二
人
を
得
度
さ
せ
る
。
百
人
に
満
た
な
い
処
で
も
こ
れ
に
準

ず
る
。
道
士
の
場
合
は
、
宮
観
ご
と
に
特
に
一
人
を
得
度
さ
せ
る
」
と

い
う
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
勅
命
が
下
さ
れ
た
背
景
に
は
、
澶せ
ん
え
ん淵
の
盟
、
天
書
降
臨
と
い
う

キ
ー
ワ
ー
ド
が
あ
る
。
景
徳
元
年
（
一
〇
〇
四
）
に
、
北
方
の
遼
（
契

丹
）
か
ら
侵
攻
を
受
け
た
真
宗
は
自
ら
軍
勢
を
率
い
て
反
撃
に
出
た
の

で
あ
る
が
、
互
い
に
相
手
を
完
全
撃
破
す
る
ほ
ど
の
実
力
は
な
く
、
澶

淵
で
対
峙
し
た
末
、
講
和
条
約
を
交
わ
し
、
こ
と
な
き
を
得
た
。
こ
の

条
約
は
澶
淵
の
盟
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
条
約
で
は
遼
に
対

し
て
北
宋
は
か
ろ
う
じ
て
対
等
的
な
関
係
を
保
っ
た
も
の
の
、
毎
年

「
歳
幣
」
と
呼
ば
れ
る
莫
大
な
費
用
を
支
払
う
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の

澶
淵
の
盟
に
よ
っ
て
平
和
を
手
に
し
た
真
宗
は
喜
ん
で
い
た
。
と
こ
ろ

が
、
参
知
政
事
の
王
欽
若
に
こ
の
条
約
は
屈
辱
的
も
の
だ
っ
た
と
酷
評

さ
れ
た
た
め
、
真
宗
が
後
悔
し
、
そ
の
屈
辱
を
晴
ら
す
方
法
を
探
す
た

め
、
真
宗
は
、「
天
書
降
臨
」
と
い
う
手
段
を
取
っ
た
と
い
う
。
景
徳

五
年
（
一
〇
〇
八
）
正
月
、
宮
殿
の
屋
根
に
黄
色
い
布
が
引
っ
か
か
っ

て
い
る
と
い
う
報
告
を
受
け
た
真
宗
は
、
臣
下
た
ち
に
昨
年
（
一
〇
〇

七
）
一
一
月
、
夢
に
「
天
書
大
中
祥
符
を
与
え
よ
う
」
と
い
う
お
告
げ

が
あ
っ
た
こ
と
を
話
し
、
報
告
さ
れ
た
布
は
そ
れ
に
違
い
な
い
と
し
た
。

そ
の
布
の
冒
頭
に
は
、「
趙
受
命
、
興
於
宋
、
付
於
恒
」
と
書
か
れ
て

い
た
。
趙
は
北
宋
王
室
の
姓
で
、
恒か
ん

は
真
宗
の
名
で
あ
る
。
天
書
降
臨

の
慶
事
に
因
ん
で
、
早
速
年
号
が
景
徳
か
ら
大
中
祥
符
に
改
元
さ
れ
た
。

さ
ら
に
、
真
宗
は
そ
の
年
の
一
〇
月
に
中
国
歴
史
上
最
後
の
泰
山
封ほ
う
ぜ
ん禅

を
行
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
天
書
降
臨
、
泰
山
封
禅
の
余
韻
が
漂
う
中
で
、

本
項
の
勅
命
が
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

�

〈
程
〉

〔
87
〕

〈
原
文
〉

三
月
、
詔
嘉
州
白
水
普
賢
寺
、
黒
水
華
蔵
寺
、
中
峰
乾
明
寺
三
寺
、
毎

年
各
度
行
者
三
人
。

〈
訓
読
〉

三
月
、
詔
す
、
嘉
州
の
白
水
普
賢
寺
、
黒
水
華
蔵
寺
、
中
峰
乾
明
寺
の

三
寺
は
、
年
ご
と
に
各
お
の
行
者
三
人
を
度
す
。
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』
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〈
解
説
〉

　

本
項
は
、
大
中
祥
符
二
年
三
月
に
出
さ
れ
た
勅
命
で
、
嘉
州
（
四
川

省
）
峨
眉
山
の
白
水
普
賢
寺
、
黒
水
華
蔵
寺
、
中
峰
乾
明
寺
の
三
ケ
寺

に
対
し
、
毎
年
そ
れ
ぞ
れ
三
人
の
行
者
の
得
度
を
許
す
と
い
う
も
の
で

あ
る
。

　

白
水
普
賢
寺
は
、
峨
眉
山
の
主
要
寺
院
の
ひ
と
つ
で
、
晋
代
に
創
建

さ
れ
、
普
賢
寺
と
名
付
け
ら
れ
た
。
な
お
白
水
普
賢
寺
に
つ
い
て
は
、

既
刊
本
稿
四
の
〔
69
〕
で
は
す
で
に
論
じ
て
お
り
、
詳
細
は
そ
れ
に
譲

り
た
い
。

　

ま
た
、
黒
水
華
蔵
寺
に
つ
い
て
は
、『
峨
眉
山
志
』
巻
四
の
「
黒
水

寺
」
条
で
は
、

対
月
峰
に
在
り
、
晋
魏
の
肇
公
よ
り
創
れ
り
。
唐
の
僖
宗
の
間

（
在
位
、
八
七
四
―
八
八
八
）、
高
僧
慧
通
の
錫
を
住と
ど

め
、
そ
の
道
、

朝
廷
に
聞
こ
ゆ
、
敕
し
て
永
明
華
蔵
寺
（
即
ち
黒
水
寺
な
り
）
を

建
て
…
弘
く
普
賢
（
即
ち
万
年
寺
な
り
）、
延
福
（
即
ち
牛
心
寺

な
り
）、
中
峰
、
華
厳
の
四
刹
を
建
て
り
。
山
の
相
つ
い
で
火か

じ

と

な
る
を
以
て
、
二
水
、
三
雲
に
易
え
て
之
れ
を
抑
え
ん
と
す
。
…

と
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
に
い
う
「
二
水
、
三
雲
」
と
は
、
①
黒
水
華
蔵

寺
、
②
白
水
普
賢
寺
、
③
集
雲
寺
（
即
ち
中
峰
乾
明
寺
）、
④
臥
雲
寺

（
即
ち
牛
心
寺
）、
⑤
帰
雲
寺
（
即
ち
華
厳
寺
）
の
五
ケ
寺
の
こ
と
で
、

い
ず
れ
も
火
事
と
な
る
こ
と
を
抑
え
よ
う
と
し
て
高
僧
慧
通
に
よ
っ
て

名
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

中
峰
乾
明
寺
に
つ
い
て
は
、『
峨
眉
山
志
』
巻
四
の
「
中
峰
寺
」
条

で
は
、一

に
集
雲
と
名
づ
け
、
白
雲
峰
の
下
に
在
り
。
一
に
白
巌
と
名
づ

く
。
本
、
晋
の
乾
明
観
た
り
。
時
の
道
士
は
三
月
三
日
に
昇
仙
の

説
に
惑
わ
さ
れ
、
歳
ご
と
に
毒
蟒
に
食
せ
ら
れ
り
。
資
州
の
明

果
禅
師
至
る
有
り
て
、
暗
に
猟
人
を
伏
し
て
之
れ
を
射
殺
せ
し
む
。

道
士
、
感
激
し
て
観
を
改
め
寺
と
為
し
て
焉こ

れ
に
事つ
か

う
。

と
あ
る
。

�

〈
程
〉

〔
88
〕

〈
原
文
〉

Ⅰ
五
月
、
詔
右
街
福
田
院
対
換
得
景
徳
寺
大
悲
院
、
仍
依
諸
院
例
、
毎

年
試
放
行
者
一
人
。

Ⅱ
七
月
、
知
開
封
府
李
濬
言
、
請
京
城
寺
院
宮
舍
僧
継
主
首
者
、
無
得

以
童
行
係
籍
。
従
之
。

Ⅲ
八
月
、
詔
舒
州
天
柱
山
三
祖
乾
明
寺
、
逐
年
承
天
節
特
度
行
者
三
人
。

Ⅳ
九
月
、
以
呉
国
長
公
主
出
家
、
詔
天
下
僧
尼
、
道
士
係
帳
童
行
、
毎

寺
観
十
人
内
度
一
人
、
不
及
十
人
及
住
房
各
礼
師
者
、
亦
度
一
人
、
取

係
帳
童
深（
行
カ
）上
名
者
、
更
不
試
経
業
。

Ⅴ
十
月
、
詔
天
下
寺
観
曽
賜
得
太
宗
御
書
処
、
自
今
除
承（
欠
カ
）天
節
比
試
額

定
数
外
、
僧
道
比
試
経
業
在
承
天
節
、
于
見
在
童
行
外
、
従
上
名
特
度



『
宋
会
要
』
道
釈
部
訓
注
（
五
）（
永
井
）

五
四

一
人
。

Ⅵ
十
二
月
、
詔
揚
州
建
隆
寺
、
毎
年
承
天
寺（
節
カ
）特
与
度
行
者
一
人
。

〈
訓
読
〉

Ⅰ
五
月
に
詔
す
、
右う

街が
い

の
福
田
院
と
景
徳
寺
の
大
悲
院
と
を
対
換
得
す
。

仍
お
諸
院
の
例
に
依
り
て
、
年
ご
と
に
試
し
て
行
者
一
人
を
放ゆ
る

す
。

Ⅱ
七
月
に
、
知
開
封
府
李
濬し
ゆ
んの
言
く
、
請
う
ら
く
は
、
京
城
の
寺
院
・

宮
舍
の
僧
継
、
主
首
な
る
者
は
、
童
行
を
以
て
係
籍
す
る
を
得
ざ
れ
、

と
。
之
れ
に
従
う
。

Ⅲ
八
月
に
詔
す
、
舒
州
天
柱
山
の
三
祖
乾
明
寺
は
、
年
ご
と
に
承
天
節

に
特
に
行
者
三
人
を
度
す
。

Ⅳ
九
月
に
呉
国
長
公
主
の
出
家
す
る
を
以
て
詔
す
、
天
下
の
僧
尼
・
道

士
・
係
帳
せ
る
童
行
は
、
寺
観
ご
と
に
十
人
の
う
ち
一
人
を
度
す
、
十

人
に
及
ば
ざ
る
も
の
、
及
び
住
房
し
て
各
お
師
を
礼
せ
る
者
も
、
亦
た

一
人
を
度
す
。
係
帳
童
行
の
上じ

よ
う
い名
な
る
者
を
取
り
て
、
更
に
経
業
を
試

さ
ず
。

Ⅴ
十
月
に
詔
す
、
天
下
の
寺
観
、
曽
て
太
宗
の
御
書
を
賜
わ
り
得
し
処

は
、
今
よ
り
承
天
節
に
比
試
せ
る
額
定
数
を
除
く
外
、
見
在
の
童
行
の

外
に
お
い
て
、
上じ
よ
う
い名
よ
り
特
に
一
人
を
度
す
。

Ⅵ
十
二
月
に
詔
す
、
揚
州
の
建
隆
寺
は
、
毎
年
の
承
天
節
に
特
に
行
者

一
人
を
度
す
を
与
う
。

〈
解
説
〉

　

Ⅰ
は
大
中
祥
符
二
年
五
月
に
出
さ
れ
た
勅
命
で
、
汴
京
の
右
街
に
あ

る
福
田
院
と
景
徳
寺
に
属
す
る
大
悲
院
と
の
対い
れ
か
え換
を
命
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

の
寺
院
が
旧
例
に
則
っ
て
、
毎
年
試
経
を
経
て
行
者
一
人
の
得
度
が
で

き
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
景
徳
寺
に
つ
い
て
は
、『
汴
京
遺
跡
志
』
巻
一
〇
「
景
徳
寺
」

条
に
、景

麗
門
の
外
、
迤な
な

め
東
に
在
り
。
周
の
世
宗
の
顕
徳
五
年
（
九
五

八
）、
相
国
寺
は
僧
多
く
居す
ま

い
隘せ
ま

き
を
以
て
、
詔
し
て
寺
の
蔬そ

ほ圃

に
就
き
て
別
に
下
院
を
建
て
、
分
け
て
之
れ
を
処お

ら
し
め
、
俗
に

東
相
国
寺
と
呼
ぶ
。
顕
徳
六
年
（
九
五
九
）、
額
に
「
天
寿
寺
」

を
賜
れ
り
。
宋
の
真
宗
の
景
徳
二
年
、
名
を
「
景
徳
寺
」
と
改
め

た
り
。
寺
の
後
ろ
に
定
光
、
釈
迦
の
舎
利
磚
塔
有
り
。
累た

び

た
び

兵へ
い
せ
ん燹
・
河
患
を
経
て
、
今
は
平
地
と
為
る
。

と
あ
る
。

　

ま
た
、
福
田
院
に
つ
い
て
は
、
同
じ
く
『
汴
京
遺
跡
志
』
巻
一
一

「
福
田
院
」
条
に
、

仁
和
門
の
外
の
東
北
に
在
り
。
唐
の
太
宗
の
貞
観
二
年
（
六
二

八
）
に
創
建
せ
り
。
後
に
金
兵
に
毀こ

ぼ

た
る
。

と
あ
る
。
な
お
、
大
悲
院
に
つ
い
て
は
未
詳
で
あ
る
。

　

Ⅱ
は
、
同
年
七
月
、
開
封
府
の
行
政
長
官
で
あ
る
李
濬
が
、
京
城
の

仏
教
寺
院
・
道
教
宮
舍
の
僧
継
、
主
首
ら
に
、
童
行
だ
か
ら
と
い
う
理

由
で
勝
手
に
係
籍
さ
せ
な
い
で
ほ
し
い
と
上
奏
し
た
と
こ
ろ
、
許
可
さ

れ
た
記
録
で
あ
る
。
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李
濬
に
つ
い
て
は
、『
宋
史
』
巻
二
五
八
の
「
潘
美
伝
」
の
附
伝

に
「
李
超
伝
」
が
あ
り
、
こ
の
李
超
の
子
と
し
て
、
列
伝
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
字
は
徳
淵
で
、
冀
州
（
河
北
省
）
の
信
都
の
出
身
で

あ
る
。
咸
平
年
間
（
九
九
八
―
一
〇
〇
三
）
に
御
史
台
推
直
官
と
な

り
、
景
徳
年
間
（
一
〇
〇
四
―
一
〇
〇
七
）
に
枢
密
直
学
士
に
昇
任
し

て
、
景
徳
三
年
（
一
〇
〇
六
）
三
月
に
知
開
封
府
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、

右
司
郎
中
に
転
じ
て
知
秦
州
と
な
っ
た
が
、
任
期
半
ば
で
大
中
祥
符
四

年
（
一
〇
一
一
）
に
急
死
し
た
と
い
う
（
た
だ
し
、
没
年
に
は
異
説
が

あ
る
）。

　

な
お
、
こ
こ
に
い
う
僧
継
に
つ
い
て
は
未
詳
で
あ
る
が
、
あ
る
い
は
、

そ
れ
ぞ
れ
寺
院
の
後
継
者
の
こ
と
を
指
し
た
も
の
か
。

　

Ⅲ
は
、
同
年
八
月
、
舒
州
（
安
徽
省
）
天
柱
山
の
三
祖
乾
明
寺
に
対

し
て
、
年
ご
と
の
承
天
節
に
合
わ
せ
て
行
者
三
人
の
得
度
が
で
き
る
と

す
る
勅
命
で
あ
る
。

　

舒
州
天
柱
山
の
三
祖
寺
は
、
禅
宗
の
三
祖
僧
璨
が
か
つ
て
住
し
て
い

た
と
こ
ろ
で
、
山
谷
寺
と
も
い
う
。

　

Ⅳ
は
、
同
年
九
月
に
、
呉
国
長
公
主
の
出
家
を
き
っ
か
け
と
し
て
出

さ
れ
た
も
の
で
、
天
下
の
僧
尼
・
道
士
・
係
帳
し
て
い
る
童
行
は
、
寺

観
ご
と
に
一
〇
人
に
つ
い
て
一
人
の
得
度
を
許
す
。
一
〇
人
に
及
ば
な

い
場
合
、
あ
る
い
は
各
寺
院
の
房
に
所
属
し
て
師
匠
を
礼
し
て
い
る
者

に
つ
い
て
も
、（
恐
ら
く
部
屋
単
位
で
）
一
人
の
得
度
が
で
き
る
と
す

る
。
ま
た
、
係
帳
童
行
の
場
合
、
名
簿
上
の
順
位
に
従
い
、
上
位
の
も

の
か
ら
取
る
が
、
試
経
は
行
わ
な
い
と
す
る
内
容
で
あ
る
。

　

呉
国
長
公
主
の
出
家
に
つ
い
て
は
、『
仏
祖
統
紀
』
巻
四
四
に
、

九
月
に
呉
国
大
長
公
主
出
家
す
。
法
名
は
清
裕
な
り
。
号
を
報
慈

正
覚
大
師
と
賜
る
。
即
ち
太
宗
の
第
七
の
女む
す
めな
り
。
幼
き
よ
り
葷

血
を
茹こ
の

ま
ず
。
上
、
延
聖
寺
に
幸み
ゆ

き
す
る
に
、
抱
き
て
仏
に
対

せ
し
め
、
舍
し
て
尼
と
為
す
を
願
う
。
是
に
至
り
て
落
髮
を
乞
う
。

詔
し
て
資
聖
院
を
建
て
、
以
て
之
れ
を
居こ

せ
し
む
。
敕
し
て
釈
門

の
威
儀
（
鐘
鼓
鐃に
よ
う
は
つ鈸
幢ど
う
ば
ん幡
の
類
）、
教
坊
楽
部
も
て
、
以
て
迎
導

と
為
す
。
時
に
密
王
の
女む

す
め、
曹
王
の
女
、
及
び
後
宮
の
三
十
余
人

も
、
皆
な
随
い
て
出
家
す
。
詔
し
て
、
是
の
日
に
於
い
て
普
く
天

下
を
度
す
に
、
童
子
十
人
に
一
人
を
度
す
。

�

（
大
正
蔵
四
九
―
四
〇
四
ａ
）

と
あ
る
。

　

Ⅴ
は
同
年
一
〇
月
に
出
さ
れ
た
詔
敕
。
天
下
の
寺
観
で
、
曽
て
太
宗

の
御ぎ

よ
し
よ書
を
賜
わ
っ
た
処
に
対
し
、
今
よ
り
承
天
節
に
試
験
を
課
す
る
額

定
数
を
除
い
て
、
現
在
の
童
行
の
外
に
、
名
簿
上
の
上
位
者
よ
り
特
別

に
一
人
が
得
度
で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

Ⅵ
は
十
二
月
に
出
さ
れ
た
詔
勅
で
、
揚
州
の
建
隆
寺
に
対
し
て
、
毎

年
の
承
天
節
に
特
別
に
行
者
一
人
の
得
度
を
許
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

揚
州
の
建
隆
寺
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、『
宋
史
』
巻
一
「
太
祖
本

紀
」
に
、

（
建
隆
）
二
年
（
九
六
一
）
春
正
月
（
中
略
）
戊
申
に
、
揚
州
の



『
宋
会
要
』
道
釈
部
訓
注
（
五
）（
永
井
）

五
六

行あ
ん

宮ぐ
う

を
以
て
建
隆
寺
と
為
す
。（
中
華
書
局
本
、
第
一
册
、
八
頁
）

と
あ
る
。
ま
た
、『
仏
祖
統
紀
』
巻
四
五
に
、

本
朝
の
建
隆
二
年
、
韶（
詔
カ
）し
て
楊（
揚
カ
）州
に
於
い
て
建
隆
寺
を
置
き
、
死

事
者
の
為
に
薦
福
せ
ん
。�

（
大
正
蔵
四
九
―
四
一
四
ｃ
）

と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
建
隆
二
年
（
九
六

一
）
正
月
に
、
宋
の
太
祖
が
南
唐
を
併
合
し
た
際
、
犠
牲
と
な
っ
た
も

の
を
弔と
む
らう
た
め
に
、
揚
州
の
行
宮
を
改
築
し
建
隆
寺
と
し
た
と
い
う

の
で
あ
る
。
ま
た
、
本
項
の
内
容
よ
り
若
干
時
代
が
遅
れ
る
が
、『
宋

史
』
巻
一
〇
「
仁
宗
紀
二
」
に
、

（
景
佑
四
年
〈
一
〇
三
七
〉）
六
月
（
中
略
）
己
丑
に
、
太
祖
の
御ぎ
よ

容よ
う

を
揚
州
の
建
隆
寺
に
奉
安
す
。

�

（
中
華
書
局
本
、
第
一
册
、
二
〇
三
頁
）

と
あ
る
。
寺
名
に
太
祖
の
建
隆
年
号
が
用
い
ら
れ
、
仁
宗
の
時
代
に
な

る
と
、
さ
ら
に
太
祖
の
御
容
も
奉
安
さ
れ
た
こ
と
な
ど
か
ら
し
て
、
北

宋
初
期
に
お
け
る
揚
州
建
隆
寺
は
太
祖
の
ゆ
か
り
の
寺
院
と
し
て
高
く

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
よ
う
。

�

〈
程
〉

〔
89
〕

〈
原
文
〉

Ⅰ
三
年
正
月
、
詔
、
遇
天
慶
節
、
天
下
宮
観
道
士
係
帳
童
行
、
毎
十
人

特
放
一
人
、
不
及
十
人
者
亦
放
一
人
、
其
住
房
礼
師
各
別
童
行
不
及
十

人
者
、
亦
放
一
人
、
更
不
試
経
業
。

Ⅱ
五
月
、
詔
懐
安
軍
雲
頂
山
大
中
祥
符
寺
、
毎
年（
欠
カ
）承
天
節
特
与
度
行
者

三
人
。

〈
訓
読
〉

Ⅰ
三
年
正
月
に
詔
す
、
天
慶
節
に
遇
わ
ば
、
天
下
の
宮
観
の
道
士
、
係

帳
童
行
は
、
十
人
ご
と
に
特
に
一
人
を
放
す
、
十
人
に
及
ば
ざ
る
者
も

亦
た
一
人
を
放
す
。
其
の
住
房
し
て
師
を
礼
せ
る
各
別
の
童
行
の
十
人

に
及
ば
ざ
る
者
も
、
亦
た
一
人
を
放ゆ
る

す
、
更
に
経
業
を
試
さ
ず
。

Ⅱ
五
月
に
詔
す
、
懐か

い
あ
ん安
軍
の
雲
頂
山
大
中
祥
符
寺
は
、
毎
年
の
承
天
節

に
特
に
行
者
三
人
を
度
す
を
与
う
。

〈
解
説
〉

　

Ⅰ
は
、
大
中
祥
符
三
年
（
一
〇
一
〇
）
正
月
に
下
さ
れ
た
詔
勅

で
、
毎
年
の
天
慶
節
に
、
天
下
の
宮
観
の
道
士
、
係
帳
童
行
に
対
し
て
、

一
〇
人
ご
と
に
特
別
に
一
人
を
得
度
で
き
る
と
し
、
一
〇
人
に
満
た
な

い
場
合
も
一
人
の
得
度
が
で
き
る
。
ま
た
寺
院
の
独
立
し
た
部
屋
で
師

匠
を
礼
し
て
い
る
（
そ
れ
ぞ
れ
専
属
の
）
童
行
が
一
〇
人
に
満
た
な
い

場
合
で
も
、
一
人
の
得
度
が
で
き
る
と
す
る
。
し
か
も
そ
の
際
、
更
に

試
経
も
行
わ
な
い
と
す
る
、
と
い
っ
た
内
容
で
あ
る
。

　

Ⅱ
は
、
同
年
五
月
に
下
さ
れ
た
詔
勅
で
、
懐か

い
あ
ん安
軍
（
四
川
省
）
の
雲

頂
山
大
中
祥
符
寺
に
対
し
て
、
毎
年
の
承
天
節
に
特
別
に
行
者
三
人
の

得
度
が
で
き
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

懐
安
軍
と
雲
頂
山
に
つ
い
て
は
、『
太
平
寰
宇
記
』
巻
七
六
「
懐
安



『
宋
会
要
』
道
釈
部
訓
注
（
五
）（
永
井
）

五
七

軍
」
条
に
、

懐
安
軍
、
治
は
金
水
県
な
り
。
本
よ
り
簡
州
の
金
水
県
に
し
て
、

皇
朝
の
乾
徳
六
年
（
九
六
八
）
二
月
に
、
金
水
県
に
於
い
て
懐
安

軍
を
置
く
。

雲
頂
山
、
旧
名
は
石
城
山
に
し
て
、
其
の
状
は
城
の
如
く
、
県
の

西
の
十
五
里
に
在
り
。
上
は
平
ら
に
し
て
十
畝
、
神
泉
の
方
丈
な

る
有
り
て
、
澄
清
に
し
て
照う
つ

す
が
如
く
、
雲
霞
は
容
与
た
り
。
唐

の
天
宝
六
年
（
七
四
七
）
に
改
め
て
雲
頂
山
と
為
せ
り
。

と
あ
る
。

　

な
お
懐
安
軍
と
そ
こ
に
あ
っ
た
大
中
祥
符
寺
（
祥
符
寺
）
に
つ
い
て

は
、
既
刊
本
稿
二
の
〔
42
〕
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

�

〈
程
〉

〔
90
〕

〈
原
文
〉

七
月
、
詔
、
瀛
州
感
聖
閣
院
係
帳
旧
管
行
者
、
毎
年
承
天
節
、
特
与
従

上
各
度
二
人
。
順
安
軍
静
雲
寺
経
閣
院
係
帳
童
行
者
、
毎
二
年
承
天
節
、

特
与
従
上
名
度
一
人
。
並
不
試
経
業
。

〈
訓
読
〉

七
月
、
詔
す
、
瀛え

い

州
の
感
聖
閣
院
に
係
帳
し
旧
管
せ
る
行
者
は
、
毎
年

の
承
天
節
に
特
に
上
よ
り
各
お
の
二
人
を
度
す
を
与
う
。
順
安
軍
の
静

雲
寺
経
閣
院
に
係
帳
す
る
童
行
な
る
者
は
、
二
年
ご
と
に
承
天
節
に
特

に
上
名
よ
り
一
人
を
度
す
を
与
う
。
並す

べ
て
経
業
を
試
さ
ず
。

〈
解
説
〉

　

本
項
は
、
大
中
祥
符
三
年
（
一
〇
一
〇
）
七
月
に
下
さ
れ
た
詔
勅
で
、

瀛え
い

州
（
河
北
省
）
の
感
聖
閣
院
が
か
つ
て
係
帳
し
て
管
理
し
て
い
た
行

者
に
対
し
て
は
、
毎
年
の
承
天
節
に
特
別
に
名
簿
上
の
上
位
者
よ
り
そ

れ
ぞ
れ
二
人
が
得
度
で
き
る
と
す
る
。
ま
た
、
順
安
軍
の
静
雲
寺
経
閣

院
が
係
帳
す
る
童
行
に
対
し
て
は
、
二
年
ご
と
に
承
天
節
に
名
簿
上
の

上
位
者
よ
り
特
別
に
一
人
が
得
度
で
き
る
と
す
る
。（
こ
の
場
合
）
両

者
は
い
ず
れ
も
試
経
を
行
わ
な
い
と
す
る
。

　

な
お
感
聖
閣
院
と
静
雲
寺
経
閣
院
に
つ
い
て
は
未
詳
で
あ
る
。

�

〈
程
〉

〔
91
〕

〈
原
文
〉

四
年
五
月
、
詔
、
福
州
雪
峯
山
崇
聖
禅
院
、
毎
年
承
天
節
、
特
与
度
行

者
五
人
。

〈
訓
読
〉

（
大
中
祥
符
）
四
年
五
月
、
詔
す
、
福
州
雪
峯
山
崇
聖
禅
院
に
、
毎
年

の
承
天
節
に
、
特
に
行
者
五
人
を
度
す
を
与
う
。

〈
解
説
〉

　

大
中
祥
符
四
年
（
一
〇
一
一
）
五
月
、
福
州
の
雪
峯
山
崇
聖
禅
院
に

対
し
、
毎
年
の
承
天
節
（
真
宗
〈
九
九
七
―
一
〇
二
二
治
世
〉
の
誕
生



『
宋
会
要
』
道
釈
部
訓
注
（
五
）（
永
井
）

五
八

日
、
一
二
月
二
日
）
に
、
行
者
五
人
の
得
度
を
許
す
詔
勅
。

雪
峰
山
は
福
建
省
福
州
侯
官
県
に
あ
る
。
山
中
の
崇
聖
寺
に
つ
い
て
は

明
徐

に
よ
る
『
雪
峰
志
』
一
〇
巻
が
あ
り
、
清
代
の
刊
本
が
「
中
国

仏
寺
史
志
彙
刊
」
第
二
輯
第
七
冊
（
明
文
書
局
、
一
九
八
〇
年
）
に
収

録
さ
れ
る
。
ま
た
常
盤
大
定
『
中
国
文
化
史
蹟
』
巻
六
（
解
説
上
―

八
一
頁
）
が
あ
り
、
い
ま
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
寺
の
歴
史
等
に
つ
い
て
概

略
述
べ
て
お
く
。
崇
聖
寺
の
開
山
は
義
存
（
八
二
二
―
九
〇
八
）
で

「
真
覚
大
師
年
譜
」
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
義
存
は
、
青
原
系
の
徳

山
全
豁
に
得
法
し
て
後
、
咸
通
一
〇
年
（
八
六
九
）、
衆
の
勧
め
で
象

骨
峰
に
入
る
。
王
審
知
と
の
問
答
に
よ
り
象
骨
峰
は
の
ち
雪
峰
と
改
め

ら
れ
る
。
伽
藍
が
整
備
さ
れ
、
乾
符
二
年
（
八
七
五
）、
応
天
雪
峰
禅

院
を
賜
る
。
中
和
二
年
（
八
八
二
）
に
は
義
存
に
真
覚
大
師
号
が
贈
ら

れ
る
。
開
平
二
年
五
月
二
日
示
寂
、
世
寿
八
七
、
法
臘
八
七
。
義
存
は

玄
沙
、
長
慶
、
雲
門
、
鼓
山
な
ど
多
く
の
弟
子
を
輩
出
し
、
い
わ
ゆ
る

「
雪
峰
教
団
」
を
形
成
し
た
。
ま
た
五
代
、
宋
代
の
禅
思
想
に
大
き
な

影
響
を
与
え
た
。『
雪
峰
志
』
は
、
義
存
以
後
も
歴
代
住
持
の
あ
っ
た

こ
と
を
記
録
し
、
宋
代
に
は
十
刹
の
第
七
位
に
列
せ
ら
れ
て
い
る
。

�

〈
永
井
〉

〔
92
〕

〈
原
文
〉

五
年
十
二
月
、
詔
、
譚マ
マ

州
衡
嶽
善
果
庵
住
持
、
内
品
僧
守
徳
、
下
行
者

特
与
二
年
度
一
人
。

〈
訓
読
〉

（
大
中
祥
符
）五
年
十
二
月
、
詔
す
、潭
州
衡
嶽
善
果
庵
の
住
持
に
し
て

内
品
の
僧
守
徳
に
、
下
の
行
者
に
、
特
に
二
年
に
一
人
を
度
す
を
与
う
。

〈
解
説
〉

　

大
中
祥
符
五
年
（
一
〇
一
二
）
一
二
月
、
湖
南
省
潭
州
の
衡
嶽
（
南

岳
）
善
果
庵
の
住
持
で
あ
り
内
品
僧
の
守
徳
に
対
し
、
そ
の
配
下
の
中

か
ら
隔
年
一
人
の
得
度
を
許
す
詔
勅
。
善
果
庵
に
つ
い
て
は
『
南
嶽
総

勝
集
』
巻
中
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

〔
衡
嶽
禅
寺
〕
は
、
廟
の
西
北
一
里
、
集
賢
峰
の
下
に
在
り
。
梁

の
天
監
二
年
、
恵
海
尊
者
の
道
場
を
建
つ
。

本
朝
の
太
平
興
国
の
年
、
勅
し
て
旧
額
を
以
て
為
に
寺
を
賜
る
。

後
ろ
に
善
果
庵
有
り
、
乃
ち
海
棲
禅
師
宴
息
せ
る
所
な
り
。
飛
泉
、

修
竹
、
石
鼓
、
怪
木
、
特
に
異
な
れ
り
。
昔
、
嬾
瓚
和
尚
、
曾
て

此
こ
に
隠
れ
、
李
鬼
谷
と
相
い
会
す
。

�

（
大
正
蔵
五
一
―
一
〇
七
〇
ａ
）

　
『
湖
南
通
志
』
巻
二
三
九
「
方
外
志
二
、
寺
観
二
」（
光
緒
一
一
年
刊

本
、
中
国
省
志
彙
編
六
）
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

衡
嶽
寺
は(

衡
陽)

県
の
西
北
紫
雲
峰
の
下
に
在
り
。
梁
の
天
監

中
建
つ
。
本
と
善
果
寺
と
名
づ
く
。
陳
に
改
め
て
大
明
寺
と
曰
い
、

隋
の
大
業
中
、
復
び
改
め
て
衡
嶽
寺
と
為
す
。

　

二
つ
の
資
料
の
表
現
に
は
微
妙
な
違
い
が
有
る
が
、
今
は
問
わ
な
い
。



『
宋
会
要
』
道
釈
部
訓
注
（
五
）（
永
井
）

五
九

ま
た
「
内
品
」
の
語
は
『
宋
会
要
』
で
頻
出
す
る
が
、
い
ず
れ
も
俗
官

と
し
て
の
用
法
と
思
わ
れ
、
祠
部
に
お
け
る
名
誉
職
的
な
呼
称
と
推
察

さ
れ
る
「
内
品
僧
」
に
つ
い
て
は
未
詳
で
あ
る
。
識
者
の
ご
教
示
を
願

い
た
い
。
同
様
に
守
徳
に
つ
い
て
も
未
詳
。「
下
」
は
配
下
の
意
味
で

あ
ろ
う
。

�

〈
永
井
〉

〔
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〈
原
文
〉

六
年
二
月
、
詔
、
自
今
諸
寺
院
童
行
、
令
所
在
官
吏
試
経
業
、
責
主
首

僧
保
明
行
止
、
乃
得
剃
度
。
如
是
験
不
公
、
及
保
明
失
実
者
、
並
寘
深

罪
。
先
是
歳
、
放
童
行
皆
游
堕
不
呈
之
民
、
靡
習
経
戒
、
至
有
為
冦
盗
、

以
犯
刑
者
甚
衆
。
故
條
約
之
。

〈
訓
読
〉（
大
中
祥
符
）
六
年
二
月
、
詔
す
、
今
よ
り
諸
も
ろ
の
寺
院

の
童
行
は
、
所
在
の
官
吏
に
令
し
て
経
業
を
試
み
さ
せ
、
主
首
の
僧
に

責め
い

じ
て
、
行
止
を
保
明
さ
せ
よ
、
乃
ち
剃
度
す
る
を
得
。
如
し
是
の
験
、

公
な
ら
ず
、
及
び
保
明
、
実
を
失
え
ば
、
並
べ
て
寘
深
の
罪
な
り
。
是

れ
よ
り
先い
ぜ
ん、
歳
ご
と
に
童
行
と
な
る
を
放
す
に
、
皆
な
游
堕
不
呈
の
民

に
し
て
経
戒
を
習
う
こ
と
な
く
、
有
る
も
の
に
至
り
て
は
冦
盗
と
為
り
、

刑
を
犯
す
者
甚
だ
衆
し
。
故
に
條
も
て
之
を
約
す
。

〈
解
説
〉

　

大
中
祥
符
六
年
（
一
〇
一
三
）
二
月
、
寺
院
に
所
属
す
る
童
行
は
、

そ
の
土
地
の
官
僚
に
命
令
し
て
経
業
を
試
経
さ
せ
、
寺
の
住
持
に
命
じ

て
所
行
を
保
証
さ
せ
よ
、
そ
こ
で
は
じ
め
て
剃
髪
得
度
で
き
る
。
も
し

試
経
に
不
正
が
あ
り
、
ま
た
保
証
が
虚
偽
の
と
き
は
重
罪
と
す
る
。
か

つ
て
は
童
行
と
な
る
こ
と
を
毎
歳
許
し
て
い
た
が
、
遊
俠
不
逞
の
輩
が

多
く
、
経
や
戒
を
学
ぶ
こ
と
な
く
、
有
る
も
の
は
盗
賊
と
な
っ
た
り

し
、
犯
罪
を
犯
す
者
が
と
て
も
多
か
っ
た
た
め
、
こ
の
詔
と
な
っ
た
の

で
あ
る
。
同
様
の
記
事
が
『
続
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
八
〇
（
第
六
冊
、

一
八
一
九
頁
）
に
あ
る
。
も
っ
と
も
『
慶
元
条
法
事
類
』
道
釈
部
の
次

の
記
事
か
ら
す
れ
ば
、
得
度
を
許
す
に
当
た
っ
て
は
行
状
は
も
ち
ろ
ん
、

そ
れ
な
り
の
手
続
き
が
必
要
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

諸
も
ろ
の
童
行
を
撥
度
す
る
に
は
、
主
首
、
行
止
を
保
明
し
、
人

数
、
姓
名
、
年
甲
、
郷
貴
貫
を
具
し
、
寺
観
の
師
主
は
法
名
、
習

う
所
の
経
業
も
て
、
聖
節
前
参
拾
日
に
、
本
州
に
録
奏
せ
よ
、

云
々
。�

（
新
文
豊
本
、
四
六
八
頁
）

諸
も
ろ
の
泛
く
童
行
に
度
牒
を
賜
る
に
は
、
綱
維
、
主
首
、
本
師

の
、
違
法
な
き
こ
と
を
保
明
す
れ
ば
、
乃
ち
給
う
。
其
れ
聖
節
に

は
応
に
撥
度
、
恩
度
を
得
べ
し
。
而
し
て
係
帳
の
童
行
な
く
、
紫

衣
或
い
は
師
号
に
回
換
す
る
を
乞
う
者
は
、
聴
す
。�

（
同
右
）

な
お
『
仏
祖
統
紀
』
巻
四
四
の
大
中
祥
符
六
年
の
条
に
は
次
の
よ
う
に

あ
っ
て
、
行
状
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
な
い
が
記
事
簡
略
化
の
結
果
と

見
る
。六

年
二
月
、
天
下
の
官
吏
に
詔
し
て
童
行
の
経
業
を
試
み
さ
せ
、
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方
め
て
剃
度
を
許
す
。�

（
大
正
蔵
四
九
―
四
〇
四
ｃ
）

�
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〈
原
文
〉

四
月
、
詔
、
定
州
開
元
寺
講
経
論
修
塔
功
徳
主
演
法
大
師
、
賜
紫
希
古
、

毎
年
承
天
節
特
与
行
者
一
人
。

〈
訓
読
〉

（
大
中
祥
符
六
年
）
四
月
、
詔
す
、
定
州
開
元
寺
、
講
経
論
、
修
塔
功

徳
主
の
演
法
大
師
、
紫
賜
い
、
希
古
、
毎
年
の
承
天
節
に
、
特
に
行
者

一
人
を
与
う
。

〈
解
説
〉

　

講
経
論
は
講
経
論
首
座
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
演
法
大
師
希
古
に
つ
い

て
未
詳
。『
宋
僧
録
』
上
冊
、
二
七
七
頁
参
照
。
定
州
は
今
の
河
北
省

正
定
県
。
開
元
寺
は
『
正
定
県
志
』（
一
九
九
二
年
刊
）
に
よ
れ
ば
東

魏
興
和
二
年
（
五
四
〇
）
に
建
立
さ
れ
、
隋
開
皇
一
一
年
（
五
九
一
）、

解
慧
寺
と
改
め
ら
れ
、
唐
開
元
二
六
年
（
七
三
八
）
に
開
元
寺
に
改
め

ら
れ
て
い
る
。
常
盤
大
定
『
中
国
文
化
史
蹟
』
巻
八
（
解
説
下
―
九
四

頁
）
の
報
告
に
よ
れ
ば
九
層
の
塼
塔
に
つ
い
て
は
康
煕
七
年
（
一
六
六

八
）
の
碑
記
が
あ
り
、
貞
観
一
三
年
（
六
三
九
）
に
創
建
さ
れ
、
順
治

一
八
年
（
一
六
六
一
）
傾
い
た
た
め
に
康
煕
七
年
に
な
っ
て
再
興
さ
れ

た
と
い
う
。
正
方
形
の
塔
は
高
さ
四
八
メ
ー
ト
ル
で
、
現
在
も
残
る
鐘

楼
と
と
も
に
開
元
寺
の
往
古
を
偲
ば
せ
る
と
い
う
。
近
く
に
隆
興
寺

（
大
仏
寺
）
や
臨
済
寺
が
あ
る
。

�

〈
永
井
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六
月
、
詔
、
開
宝
寺
霊
感
塔
福
聖
禅
院
主
紹
龍マ
マ

、
知
塔
沙
門
守
願
、
除

逐
年
依
例
撥
放
七
人
外
、
毎
年
承
天
節
、
紹
寵マ
マ

特
与
度
行
者
五
人
、
守

願
特
与
度
行
者
一
人
。

〈
訓
読
〉

（
大
中
祥
符
六
年
）
六
月
、
詔
す
、
開
宝
寺
霊
感
塔
福
聖
禅
院
主
の
紹

龍
、
知
塔
沙
門
守
願
に
、
年
ご
と
に
、
例
に
依
り
て
撥
放
せ
る
七
人
を

除
き
し
外
、
毎
年
の
承
天
節
に
、
紹
寵
に
は
特
に
行
者
五
人
を
度
す
を

与
え
、
守
願
に
は
特
に
行
者
一
人
を
度
す
を
与
う
。

〈
解
説
〉

　

紹
龍
、
紹
寵
の
い
ず
れ
が
正
し
い
か
未
詳
な
が
ら
同
一
人
で
あ
る
。

『
宋
僧
録
』
下
冊
、
六
五
七
頁
参
照
。
守
願
に
つ
い
て
も
未
詳
。
文
意

は
「
大
中
祥
符
六
年
（
一
〇
一
三
）
四
月
詔
す
に
、
開
封
の
開
宝
寺
の

紹
龍
（
寵
）、
お
よ
び
塔
を
管
理
す
る
守
願
に
対
し
、
毎
年
、
定
例
と

な
っ
て
い
る
七
人
の
得
度
の
ほ
か
、
承
天
節
に
は
紹
龍
の
行
者
五
人
、

守
願
の
行
者
一
人
の
得
度
を
許
す
」
と
な
ろ
う
。
開
封
の
開
宝
寺
に
つ

い
て
は
常
盤
大
定
『
中
国
文
化
史
蹟
』
巻
八
（
解
説
五
―
五
一
頁
）
に
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解
説
が
あ
り
、
か
の
成
尋
所
住
の
寺
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
こ
の
開
宝
寺
は
久
し
く
そ
の
所
在
す
ら
知
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
が
若
き
日
の
結
城
令
聞
氏
が
左
の
記
事
を
参
考
に
し
つ
つ
現
地

を
探
り
よ
う
や
く
そ
の
旧
址
を
確
認
し
た
と
い
う
。（
結
城
「
日
本
僧

成
尋
法
師
と
そ
の
入
寂
地
宋
の
開
宝
寺
址
の
調
査
」『
日
華
仏
教
』
一

巻
三
号
、
昭
和
一
一
年
）

開
宝
寺
は
旧
名
は
独
居
寺
、
上
方
寺
の
西
に
在
り
。
北
斉
の
天
保

十
年
に
創
建
さ
る
。
唐
の
開
元
十
七
年
、
玄
宗
、
東
し
て
封
じ
還

り
て
寺
に
至
る
。
改
め
て
封
禅
寺
と
曰
う
。
宋
の
太
祖
開
宝
三

年
、
又
た
改
め
て
開
宝
寺
と
曰
う
。
重
ね
て
繚
廊
、
朶
殿
、
凡
そ

二
百
八
十
区
を
起
こ
す
。
太
宗
、
端
拱
中
、
塔
を
建
つ
。
其
の
偉

麗
極
ま
れ
り
。�
（『
汴
京
遺
蹟
志
』
巻
一
〇
）

　

こ
の
塔
が
霊
感
塔
で
、
の
ち
慶
暦
四
年
（
一
〇
四
四
）
に
塔
が
焼
失

し
た
た
め
、
上
方
寺
に
再
建
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

上
方
寺
は
城
の
東
北
隅
、
安
遠
門
の
裏
、
夷
山
の
上
に
在
り
。
即

ち
開
宝
寺
の
東
院
な
り
。
一
名
は
上
方
院
。
宋
の
仁
宗
慶
歴
中
、

開
宝
寺
霊
感
塔
燬
る
。
乃
ち
上
方
院
に
於
い
て
鉄
色
瑠
璃
の
磚
塔

を
建
つ
。
八
角
十
三
層
、
高
さ
三
百
六
十
尺
、
俗
に
鉄
塔
寺
と
称

す
。�

（『
汴
京
遺
蹟
志
』
巻
一
〇
）

　

こ
の
塔
が
現
代
の
祐
国
寺
塔
で
あ
る
。
ち
な
み
に
祐
国
寺
の
呼
称
は

明
の
天
順
年
間
以
降
と
い
う
（
清
、
周
城
『
宋
東
京
考
』
中
華
書
局
、

一
九
八
八
年
）。
現
代
の
様
子
に
つ
い
て
は『
中
国
名
勝
詞
典
』（
上
海
辞

書
出
版
社
、
一
九
八
一
年
、
六
五
五
頁
）
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

祐
国
寺
塔
。
俗
に
鉄
塔
と
称
す
。
河
南
開
封
市
の
東
南
隅
に
在
り
。

北
宋
皇
祐
元
年
（
一
〇
四
九
年
）
に
建
つ
。
平
面
は
八
角
形
を
呈

し
、
十
三
層
、
高
さ
五
四
・
六
六
メ
ー
ト
ル
な
り
。
外
壁
は
鑲
す

る
に
褐
色
の
瑠
璃
磚
を
も
っ
て
す
れ
ば
鉄
色
に
近
似
す
、
故
に
名

づ
く
。

　

と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
詔
勅
が
発
布
さ
れ
た
背
景
に
つ
い
て
『
仏
祖

統
紀
』
巻
四
四
の
次
の
記
事
が
参
考
と
な
ろ
う
。

五
月
、
開
宝
寺
の
福
勝
塔
に
金
色
の
光
有
っ
て
、
相
輪
の
上
に

見
わ
る
。
又
た
聖
僧
有
り
て
塔
を
遶
る
。
翌
日
、
五
色
の
舎
利

を
得
、
上
、
親
し
く
幸
し
敬
い
観
る
。
舎
利
を
塔
表
に
於
い
て

見
れ
ば
、
大
い
な
る
こ
と
月
の
如
く
、
色
は
水
晶
に
同
じ
く
し
、

鈴
索
の
上
を
往
来
飛
動
す
。
士
庶
、
同と
も

に
地
甎
の
上
を
瞻
る
に
、

舎
利
を
獲
る
こ
と
五
千
余
粒
な
り
。
詔
し
賜
い
て
霊
感
の
塔
と

号
す
。�

（
大
正
蔵
四
九
―
四
〇
四
ｃ
）

　

ち
な
み
に
成
尋
、
相
国
寺
、
開
宝
寺
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
は
実
際

に
現
地
を
訪
問
さ
れ
た
中
尾
良
信
氏
に
「
入
宋
僧
成
尋
の
見
た
開
封
」

（『
中
国
仏
蹟
見
聞
記
』
二
、一
九
八
一
年
）
の
報
告
が
あ
る
。
ま
た
開

封
を
め
ぐ
る
歴
史
資
料
を
集
成
し
た
宋
継
郊
等
編
撰
『
東
京
志
略
』

（
河
南
大
学
出
版
社
、
一
九
九
九
年
）
が
あ
る
。

�

〈
永
井
〉
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九
月
、
詔
、
泗
州
僧
正
文
秘
、
毎
年
承
天
節
、
特
与
度
行
者
一
人
。

〈
訓
読
〉

（
大
中
祥
符
六
年
）
九
月
、
詔
す
、
泗
州
の
僧
正
文
秘
に
、
毎
年
の
承

天
節
に
、
特
に
行
者
一
人
を
度
す
を
与
う
。

〈
解
説
〉

　

大
中
祥
符
六
年
（
一
〇
一
三
）
九
月
、
山
東
省
泗
州
で
僧
正
の
任
務

に
あ
る
文
秘
に
対
し
、
毎
年
の
承
天
節
に
行
者
一
人
の
得
度
を
許
す

旨
の
詔
。
僧
正
の
役
職
に
つ
い
て
は
白
文
固
等
『
中
国
僧
官
制
度
史
』

一
七
一
頁
（
青
海
人
民
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　

文
秘
に
つ
い
て
詳
細
は
定
か
で
は
な
い
が
、『
続
灯
録
』
は
巻
四
、

臨
済
宗
の
首
山
省
念
の
弟
子
の
谷
隠
蘊
聡
（
九
六
五
―
一
〇
三
二
）
の

法
嗣
二
二
人
の
一
人
と
し
て
「
蘇
州
泗
州
秘
」
の
名
を
「
機
縁
語
句
未

見
」
な
が
ら
挙
げ
て
い
る
。
蘇
州
、
泗
州
と
二
つ
の
地
名
を
連
続
さ
せ

る
意
味
が
い
ま
一
つ
分
か
ら
な
い
が
、
泗
州
で
僧
正
を
勤
め
る
ほ
ど
の

文
秘
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
、
ま
ず
固
定
化
し
、
後
に
所
住
地
が
蘇
州
に

移
っ
た
こ
と
で
「
蘇
州
泗
州
秘
」
と
な
っ
た
と
考
え
て
お
き
た
い
。
ち

な
み
に
『
仏
祖
統
紀
』
巻
四
四
の
同
年
八
月
の
条
に
は
、

詔
し
て
泗
州
僧
伽
大
士
に
普
照
明
覚
大
師
と
諡
し
、
公
私
と
も
に

其
の
名
を
指
斥
す
る
を
得
ず
。�

（
大
正
蔵
四
九
―
四
〇
五
ａ
）

と
あ
る
。
観
音
の
化
身
と
さ
れ
た
泗
州
僧
伽
を
め
ぐ
っ
て
は
牧
田
諦
亮

「
中
国
に
お
け
る
民
俗
仏
教
成
立
の
過
程
―
僧
伽
和
尚
―
」（『
中
国
仏

教
史
研
究
第
二
』
大
東
出
版
社
、
昭
和
五
九
年
）
が
あ
っ
て
、
詳
細
に

論
考
さ
れ
る
。
い
ま
は
す
べ
て
そ
れ
に
依
る
が
、
時
期
的
に
近
い
こ
と

か
ら
す
れ
ば
、
文
秘
は
泗
州
僧
伽
所
住
の
普
照
王
寺
に
在
住
し
て
い
た

の
か
も
し
れ
な
い
し
、
恩
度
が
許
さ
れ
た
こ
と
も
僧
伽
信
仰
を
背
景
に

し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
測
し
て
お
く
。

�

〈
永
井
〉

〔
97
〕

〈
原
文
〉

七
年
十
月
、
詔
、
兗
州
延
寿
寺
十
九
院
之
中
、
今
後
于
逐
院
内
、
従
上

名
輪
係
帳
行
者
一
人
、
専
切
看
管
所
貯
御
書
経
閣
、
候
一
年
別
無
遺
闕
、

特
与
剃
度
。

〈
訓
読
〉

七
年
十
月
、
詔
す
、
兗
州
延
寿
寺
の
十
九
院
の
中
、
今
後
、
院
内
逐ご
と

に
、

上
名
よ
り
係
帳
行
者
一
人
を
輪か

わ
るが
わ
る
、
専も
っ
ぱ切
ら
御
書
を
貯
む
る
所
の

経
閣
を
看
管
せ
し
め
、
一
年
を
候
ち
て
別
に
遺
闕
な
け
れ
ば
、
特
に
剃

度
を
与
う
。

〈
解
説
〉

　

兗
州
延
寿
寺
の
一
九
院
そ
れ
ぞ
れ
上
位
の
係
帳
行
者
に
交
代
で
御
書

収
蔵
の
経
閣
を
管
理
さ
せ
、
一
年
間
遺
漏
が
な
か
っ
た
者
の
得
度
を
許

す
旨
の
詔
。
兗
州
は
山
東
省
に
あ
る
。
州
内
の
延
寿
寺
に
つ
い
て
は
東



『
宋
会
要
』
道
釈
部
訓
注
（
五
）（
永
井
）

六
三

洋
文
庫
所
蔵
『
兗
州
府
志
』（
乾
隆
三
四
年
）
に
見
え
な
い
が
、『
太
平

広
記
』
巻
一
〇
八
「
兗
州
軍
将
」
に
は
、『
金
剛
経
』
を
読
誦
し
て
い

た
功
徳
で
斬
首
の
刑
に
あ
っ
て
も
死
な
な
か
っ
た
軍
人
の
逸
話
を
載
せ
、

今
、
兗
州
延
寿
寺
の
門
外
に
、
蓋
し
軍
将
の
衙
門
に
し
て
法
に
就

き
并
び
に
経
を
斬
断
す
る
の
像
、
今
に
至
る
も
尚
お
存
す
。

�

（
中
華
書
局
本
、
第
三
冊
、
七
三
五
頁
）

�

〈
永
井
〉

〔
98
〕

〈
原
文
〉

天
禧
元
年
詔
、
道
士
童
行
、
不
由
課
試
、
而
披
戴
者
、
自
今
五（
衍
カ
）五
年
内

不
得
離
宮
観
。
特
賜
師
号
紫
衣
者
、
三
年
内
、
不
得
妄
託
仮
告
出
。
求

省
親
者
須
計
程
給
仮
。

〈
訓
読
〉

天
禧
元
年
（
一
〇
一
七
）、
詔
す
、
道
士
、
童
行
、
お
よ
び
課
試
に
由

ら
ず
し
て
披
戴
す
る
者
、
今
よ
り
五
年
の
内
は
宮
観
を
離
る
る
こ
と
を

得
ざ
れ
。
特
に
師
号
紫
衣
を
賜
る
者
は
、
三
年
の
内
と
す
。
妄
り
に
仮

に
託
し
て
告
げ
出
る
こ
と
を
得
ざ
れ
。
親
に
省
す
を
求
む
者
は
須
ら
く

程
を
計
り
て
仮
を
給
す
べ
し
。

〈
解
説
〉

　

大
意
は
「
道
士
や
童
行
、
お
よ
び
試
経
得
度
な
ど
を
経
ず
に
出
家
し

た
者
は
、
今
か
ら
五
年
間
は
宮
観
を
出
て
は
な
ら
な
い
。
師
号
紫
衣
を

持
つ
者
は
三
年
の
内
と
す
る
。
み
だ
り
に
仮
（
休
暇
）
だ
と
し
て
出
か

け
て
は
な
ら
な
い
。
両
親
に
会
お
う
と
希
望
す
る
者
は
必
ず
実
家
ま
で

の
距
離
を
確
認
し
た
上
で
休
暇
を
与
え
よ
」
と
な
ろ
う
。

　

僧
道
が
寺
観
を
出
て
行
遊
す
る
こ
と
は
、
教
団
に
と
っ
て
は
必
ず
し

も
否
定
す
べ
き
事
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
尋
師
訪
道
」
は
求
道
の
あ
り

よ
う
と
し
て
は
推
す
む
べ
き
世
界
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
時
代
は
、

不
逞
の
輩
と
の
混
雑
を
避
け
る
た
め
の
便
法
が
と
ら
れ
た
よ
う
で
あ
り
、

そ
の
一
つ
が
こ
の
詔
勅
で
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
。『
慶
元
条
法
事
類
』

巻
五
一
に
は
、

諸
も
ろ
の
僧
道
の
、
本
師
の
文
記
を
請
わ
ず
し
て
出
で
、
寺
観
に

雑
わ
り
、
及
び
過
、
或
い
は
師
訓
に
違
犯
す
る
に
因
り
て
私
か
に

出
で
し
者
は
、
師
、
死
す
と
雖
も
、
亦
た
帰
る
こ
と
を
得
ず
〈
主

首
、
師
と
同
じ
〉。
其
の
童
行
、
私
事
に
因
り
て
外
に
出
ず
る
こ

と
壹
年
す
れ
ば
、
并
び
に
供
名
せ
ず
。
入
帳
せ
る
者
は
、
開
落
し

訖
り
て
所
属
に
報
ず
べ
し
。�

（
新
文
豊
本
、
四
八
九
頁
）

と
あ
り
、「
僧
」
は
な
い
が
、

諸
も
ろ
の
道
士
の
、
特
賜
、
及
び
聖
節
に
因
り
て
試
経
に
因
ら
ず

し
て
度
し
〈
撥
度
、
量
試
の
者
も
同
じ
〉、
未
だ
伍
年
に
満
た
ざ

る
も
の
、
紫
衣
、
師
号
の
参
年
に
満
た
ざ
る
者
は
、
判
憑
し
行
遊

す
る
こ
と
を
得
ず
。（
新
文
豊
本
、
四
七
八
頁
）
※
原
文
は
「
求

満
参
年
者
」
と
あ
る
が
、
求
は
不
で
あ
ろ
う
。

と
も
あ
る
。
右
は
僧
道
に
共
通
す
る
と
み
て
よ
い
。
判
憑
は
申
請
す
る



『
宋
会
要
』
道
釈
部
訓
注
（
五
）（
永
井
）

六
四

こ
と
で
、『
禅
苑
清
規
』
巻
一
、
掛
搭
で
も
言
及
す
る
（『
訳
註
禅
苑
清

規
』
三
九
頁
）。

�

〈
永
井
〉

〔
99
〕

〈
原
文
〉

八
月
十
五
日
詔
、
昇
州
蒋
山
太
平
興
国
寺
、
歳
度
行
者
二
人
、
給
米
百

石
。

〈
訓
読
〉

（
天
禧
元
年
）
八
月
十
五
日
、
詔
す
、
昇
州
蒋
山
太
平
興
国
寺
、
歳
に

行
者
を
度
す
こ
と
二
人
、
米
百
石
を
給
す
。

〈
解
説
〉

　

昇
州
は
唐
代
の
呼
称
で
今
の
南
京
。
蒋
山
太
平
興
国
寺
に
つ
い
て
は

『
霊
谷
禅
林
志
』（
光
緒
一
二
年
、
一
八
八
六
）
が
あ
り
、
そ
れ
よ
り
古

く
『
金
陵
梵
刹
志
』
巻
三
に
詳
し
い
言
及
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば

鍾
山
霊
谷
寺
は
都
城
の
東
、
鍾
山
の
左
、
独
竜
崗
の
麓
、
朝
陽
門

を
離
る
る
こ
と
十
里
に
在
り
。
鍾
山
は
即
ち
蒋
山
な
り
。
梁
の
天

監
十
三
年
、
武
帝
、
誌
公
の
為
に
、
塔
を
山
の
南
玩
珠
峰
の
前

に
建
て
、
開
善
精
舎
と
名
づ
く
。
更
に
寺
を
為
り
、
唐
の
乾
符
中
、

宝
公
院
と
改
む
。
開
宝
中
に
開
善
道
場
と
改
む
。
宋
の
太
平
興
国

五
年
、
太
平
興
国
寺
と
改
む
。
慶
暦
二
年
、
府
の
尹
葉
清
臣
、
奏

し
て
十
方
禅
院
に
改
め
、
尋
い
で
寺
額
を
復
す
。
国
初
、
蒋
山
寺

と
名
づ
け
、
塔
、
宮
に
邇
き
に
因
り
て
禁
じ
、
洪
武
十
四
年
勅
し

て
今
の
地
に
改
め
、
額
、
霊
谷
禅
寺
を
賜
る
。

�

（
中
国
仏
寺
史
志
彙
刊
、
第
一
輯
、
第
三
冊
、
三
〇
一
頁
）

と
あ
り
、
わ
か
り
や
す
く
歴
史
等
を
述
べ
た
も
の
に
常
盤
大
定
『
中
国

文
化
史
蹟
』
巻
一
〇
（
解
説
、
下
―
八
〇
頁
）
が
あ
る
。
ま
た
既
刊
本

稿
（
一
）〔
20
〕
も
参
照
の
こ
と
。
ち
な
み
に
一
〇
升
が
一
斗
、
一
〇

斗
が
一
石
、
四
斗
が
一
俵
だ
か
ら
、
給
さ
れ
た
米
一
〇
〇
石
は
一
〇
〇

〇
斗
で
、
日
本
の
二
五
〇
俵
に
相
当
す
る
。
当
時
の
中
国
の
生
産
量
か

ら
す
れ
ば
五
〇
畝
（
約
三
〇
一
ア
ー
ル
＝
三
・
一
㌶
）
の
収
量
と
な
る
。

�

〈
山
本
〉


